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中央教育審議会の「46 答申」における 

大学入試の共通試験制度構想の形成過程に関する考察 
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A consideration of the formation process of the standardized university entrance exam  

in the 1971 report by the Central Education Council 
 

Keisuke NAKAMURA  
 

 This paper discusses the formation process of the standardized university entrance exam in the 1971 report by the 
Central Education Council which was the model of the Joint First-Stage Achievement Test for National and Public 
Universities. For this purpose, the author analyzes records of proceedings and handouts of the 25th and 26th special 
committee in the Central Education Council. 

 This study mainly clarifies two facts. First, committee members were worried about the objectivity and validity of 
the grade of higher school’s report, which had been proposed for evaluation in each university entrance exam. Thus, to reduce 
their anxiety, it was also suggested in the committee that the grade of the standardized test to university applicants was also 
evaluated with the grade of higher school’s report. Second, the questionnaire about some reform plans of the university entrance 
exam was sent to members of the Central Education Council, and the effectiveness of the plan to carry out the standardized 
university entrance exam was highly recognized among those members. On the basis of these facts, it is indicated that the 
agreement about carrying out the standardized test was formed among members of the Central Education Council. 
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1. 本研究の背景と目的 

 

 「共通第一次学力試験(共通一次試験)」は、戦後日 
本における初の本格的な大学入試の共通試験 1 とし

て、主に国公立大学の受験生を対象に 1979 年から毎

年 1 月に実施されることとなった。国語・数学・英

語・理科・社会の 5 教科 7 科目が受験生に一律に課

される単一出題方式を採用した試験であり、この試

験と各大学・学部が個々に実施する二次試験を中心

とした大学入学者選抜が行われることとなった。そ



2 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 41 号 2021 年 

 
 

の後、1990 年からは、新たに 1 科目からの受験を可

能とするアラカルト方式を採用し、私立大学も参加

した「大学入試センター試験(センター試験)」へ、そ

して 2021 年からは、思考力・判断力・表現力をより

一層評価できるように問題内容を改善した「大学入

学共通テスト」へと変更されながら今日まで維持さ

れる制度となっている。 
 さて、共通一次試験に繋がる大学入試の共通試験

制度構想は、1970 年頃から教育関係審議会や高校・

大学関係団体等から次々と提言されていたが、この

中で実現に向けて最も影響力の大きい提言の一つと

なったのが、中央教育審議会(中教審)が 1971 年 6 月

に発表した「今後における学校教育の総合的な拡充

整備のための基本的施策について(答申)」、いわゆる

「46 答申」である。この 46 答申の中で、後述の通り、

大学入試改革の一環として「高等学校の学習成果を

公正に表示する調査書 2 を選抜の基礎資料とするこ

と」と、「大学がわが必要とする場合には、進学しよ

うとする専門分野においてとくに重視される特定の

能力についてテストを行い、または論文テストや面

接を行ってそれらの結果を総合的な判定の資料に加

えること」という改革案と共に、「広域的な共通テス

トを開発し、高等学校間の評価水準の格差を補正す

るための方法として利用すること」と提言された。こ

の答申の後、かねてからこうした共通試験制度構想

に前向きだった国立大学協会(国大協)と文部省を中

心に本格的な検討が進められ 3、プレテスト等を経て

1979 年から共通一次試験として実施されることとな

ったのである。 
 そこで本研究では、共通一次試験実施の重要な契

機の一つだったと言える、中教審の 46 答申で示され

た共通試験制度構想がいかなる形成過程を経て提起

されるに至ったのかを、議事録・配布資料を中心に明

らかにすることを目的とする。 
 
2. 先行研究の状況と本研究の意義 

 

 当時の中教審における大学入試の共通試験に関す

る検討について、大学入試研究を中心とした先行研

究では、46 答申やその中間報告といった中教審によ

る提言の内容を整理・考察する分析が中心である。 

例えば大田は、共通一次試験に至る経緯をまとめ

る中で、後述の中教審内に設置された大学入試問題

合同小委員会(原文では「大学入試合同小委員会」と

なっている)により、高校の内申書の重視と各大学の

個別試験の将来的な廃止という共通試験への布石が

出されたことが共通一次試験の発端となったと説明

しており、文部省がこの提言にすぐに反応し、文部省

内に設置された大学入学者選抜方法の改善に関する

会議(大学入試改善会議)で、国大協全国共通学力検査

の実施を含む「最終案」が文部大臣に提出されるに至

ったと指摘している(大田 1982 106~107 頁)。 
また浜林は、46 答申における大学入試改革に関す

る提言について、「高校の調査書による選抜を基本と

するものであり、共通テストはこれを『補正する方法』

にすぎないとされていること」と、「共通テストの開

発には『大学と高等学校の自主的な協力』に期待する

とされていること」という二点に注目しつつ、文部省

が答申の中で共通テストだけを強調しはじめた点や、

国立大学だけで共通テストの開発を行っている点等

を指摘し、「いま問題となっている共通一次テストで

はこの二つの点が完全に忘れさられている」と述べ

ている(浜林 1978 16~17 頁)。 
木村は、46 答申における大学入試改革に関する提

言内容を紹介し、高校の調査書を重視することで「過

去」の成績を評価する入試改革の方向性が打ち出さ

れたと説明しているが、その構想は共通一次試験実

施に至るまでに棄却されていったと指摘している(木
村 2014 9~10 頁)。一方、46 答申の中間報告では、

「公平性の確保」「適切な能力の判定」「下級学校への

悪影響の排除」という「日本型大学入学者選抜の三原

則」が示されており、結局はその原則に基づいて共通

一次試験が実施されることとなったと説明している
4(同 14~15 頁)。 
先﨑も、46 答申における共通テストをはじめとし

た提言内容を紹介しつつ、「調査書、共通試験、個別

学力検査をはじめとした様々な学力指標を活用する

総合判定主義」を答申が認定すると同時に、「各大学

ごとの選抜だけでは『選抜結果の妥当性』などに限界

があることを示すことにより、共通テストは大学(・
高校)が総力を結集して成就されるものであることを

示唆した」と指摘している(先﨑 2010 79~80 頁)。 
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の後、1990 年からは、新たに 1 科目からの受験を可

能とするアラカルト方式を採用し、私立大学も参加

した「大学入試センター試験(センター試験)」へ、そ

して 2021 年からは、思考力・判断力・表現力をより

一層評価できるように問題内容を改善した「大学入

学共通テスト」へと変更されながら今日まで維持さ

れる制度となっている。 
 さて、共通一次試験に繋がる大学入試の共通試験

制度構想は、1970 年頃から教育関係審議会や高校・

大学関係団体等から次々と提言されていたが、この

中で実現に向けて最も影響力の大きい提言の一つと

なったのが、中央教育審議会(中教審)が 1971 年 6 月

に発表した「今後における学校教育の総合的な拡充

整備のための基本的施策について(答申)」、いわゆる

「46 答申」である。この 46 答申の中で、後述の通り、

大学入試改革の一環として「高等学校の学習成果を

公正に表示する調査書 2 を選抜の基礎資料とするこ

と」と、「大学がわが必要とする場合には、進学しよ

うとする専門分野においてとくに重視される特定の

能力についてテストを行い、または論文テストや面

接を行ってそれらの結果を総合的な判定の資料に加

えること」という改革案と共に、「広域的な共通テス

トを開発し、高等学校間の評価水準の格差を補正す

るための方法として利用すること」と提言された。こ

の答申の後、かねてからこうした共通試験制度構想

に前向きだった国立大学協会(国大協)と文部省を中

心に本格的な検討が進められ 3、プレテスト等を経て

1979 年から共通一次試験として実施されることとな

ったのである。 
 そこで本研究では、共通一次試験実施の重要な契

機の一つだったと言える、中教審の 46 答申で示され

た共通試験制度構想がいかなる形成過程を経て提起

されるに至ったのかを、議事録・配布資料を中心に明

らかにすることを目的とする。 
 
2. 先行研究の状況と本研究の意義 

 

 当時の中教審における大学入試の共通試験に関す

る検討について、大学入試研究を中心とした先行研

究では、46 答申やその中間報告といった中教審によ

る提言の内容を整理・考察する分析が中心である。 

例えば大田は、共通一次試験に至る経緯をまとめ

る中で、後述の中教審内に設置された大学入試問題

合同小委員会(原文では「大学入試合同小委員会」と

なっている)により、高校の内申書の重視と各大学の

個別試験の将来的な廃止という共通試験への布石が

出されたことが共通一次試験の発端となったと説明

しており、文部省がこの提言にすぐに反応し、文部省

内に設置された大学入学者選抜方法の改善に関する

会議(大学入試改善会議)で、国大協全国共通学力検査

の実施を含む「最終案」が文部大臣に提出されるに至

ったと指摘している(大田 1982 106~107 頁)。 
また浜林は、46 答申における大学入試改革に関す

る提言について、「高校の調査書による選抜を基本と

するものであり、共通テストはこれを『補正する方法』

にすぎないとされていること」と、「共通テストの開

発には『大学と高等学校の自主的な協力』に期待する

とされていること」という二点に注目しつつ、文部省

が答申の中で共通テストだけを強調しはじめた点や、

国立大学だけで共通テストの開発を行っている点等

を指摘し、「いま問題となっている共通一次テストで

はこの二つの点が完全に忘れさられている」と述べ

ている(浜林 1978 16~17 頁)。 
木村は、46 答申における大学入試改革に関する提

言内容を紹介し、高校の調査書を重視することで「過

去」の成績を評価する入試改革の方向性が打ち出さ

れたと説明しているが、その構想は共通一次試験実

施に至るまでに棄却されていったと指摘している(木
村 2014 9~10 頁)。一方、46 答申の中間報告では、

「公平性の確保」「適切な能力の判定」「下級学校への

悪影響の排除」という「日本型大学入学者選抜の三原

則」が示されており、結局はその原則に基づいて共通

一次試験が実施されることとなったと説明している
4(同 14~15 頁)。 
先﨑も、46 答申における共通テストをはじめとし

た提言内容を紹介しつつ、「調査書、共通試験、個別

学力検査をはじめとした様々な学力指標を活用する

総合判定主義」を答申が認定すると同時に、「各大学

ごとの選抜だけでは『選抜結果の妥当性』などに限界

があることを示すことにより、共通テストは大学(・
高校)が総力を結集して成就されるものであることを

示唆した」と指摘している(先﨑 2010 79~80 頁)。 
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そして大谷は、46 答申に際して、中教審の第 26 特

別委員会や大学入試問題合同小委員会(原文では「大

学入試合同小委員会」となっている)が大学入試のあ

り方を集中的に審議していたと指摘した上で、これ

らの委員会におけるとりまとめでは、「高等学校にお

ける調査書の改善とその調査書を入学者選抜の基礎

資料とすること」と、「高等学校の評価水準の格差を

補正するための広域的な共通テストの導入」の二点

が改善の鍵として挙げられていた点や、特に小委員

会では、入試は上記二つで行い、個別学力検査は原則

として行わないことを念頭に議論が進められた点を

指摘している(大谷 2020 3 頁)。そして、「当初は高

等学校の調査書と共通テストの併用が模索されてい

たこと、さらに言えば共通テストは調査書を補正す

るために行うという主従関係を想定していたことに

注意をしておきたい」と述べている(同 3 頁)。しか

し、提言やとりまとめを基にした指摘に止まってお

り、本研究のように中教審の議事録や配布資料等の

分析からその形成過程を詳細に明らかにしているわ

けではない 5。 
このように、先行研究では 46 答申における共通試

験に関する提言の内容を評価する分析が中心となっ

ている一方、中教審において実際にいかなる審議が

行われた結果、共通一次試験に繋がる共通試験制度

構想が提言されるに至ったかという、具体的な検討

過程を詳細に分析している研究は、管見の限り見ら

れない。 
次章で述べる通り、本研究では、中教審第 25、26

特別委員会を中心とした大学入試改革に関する審議

経過を、議事録・配布資料等を基に検討し、大学入試

研究では十分検討されてこなかった中教審における

大学入試の共通試験制度構想の形成過程を明らかに

できる点に学術的意義がある。そして分析に基づき、

大学入試制度の改善案として、審議の中でなぜ共通

試験制度構想が登場し提言されるに至ったのかとい

う理由を考察することを通して、この構想を契機の

一つとして実施されることとなった共通一次試験の

政策形成過程の一端を解明することに繋がる点にも

意義があると考えられる。 
 

3. 第 8・9期中央教育審議会の概要と分析方法 

 1967 年 7 月、当時の劔木亨弘文部大臣が中教審に

対し、「今後における学校教育の総合的な拡充整備の

ための基本的施策について」を諮問した。その諮問理

由と検討の観点は次の通りである。 
 

(理由) 
わが国の学校教育は、過去 1 世紀にわたって

長足の進歩をとげ、その普及度は国際的にもき

わめて高い水準にあり、わが国の近代国家とし

ての成長と発展に重要な役割を果たしてきた。 
一方、現在の学校教育については、新学制発足   

後 20 年を経た今日、制度的にも内容的にも多く  
の問題点が指摘されており、その総合的な検討 
が要求されている。さらに、技術革新の急速な進 
展と社会の複雑化とは、今後における学校教育 
にますます多くの新しい課題の解決を要求する 
ことが予想される。 
よってこの際、わが国の学校教育のこれまで

の実績を再検討し問題点を明らかにしてその改

善方策を樹立するとともに、今後における国家

社会の進展に即応して、長期的な展望のもとに、

学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施

策を検討する必要がある。 
 

(検討の観点) 
就学前教育から高等教育までの学校教育の全   

般にわたり、制度的・内容的に、主として次のよ   
うな観点から検討する。 

1 学校教育に対する国家社会の要請と教育

の機会均等 
2 人間の発達段階と個人の能力・適性に応じ   

た効果的な教育 
3 教育費の効果的な配分と適正な負担区分 

 
 この諮問を受けて中教審で教育改革に関する検討

が行われることとなったが、以下、藤本(1989 80~83
頁)と石村(1989 86~88 頁)の説明を基にその経過を

簡潔に説明する。 
 審議では、七つの特別委員会が設置され、主に 3 段

階に分けて検討が行われた。まず審議を行ったのは

第 8 期中教審の第 21、22、23 特別委員会であり、「こ

17
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れまでの学校教育の実純の分析評価とこれに基づい

て検討すべき問題点を決める」ことを主題とし、第 21
特別委員会が「学校教育に対する国家社会の要請と

教育の機会均等」、第 22 特別委員会が「学校制度の

変遷と人間の発達段階および個人の能力・適性に応

ずる効果的な教育」、第 23 特別委員会が「教育費の

効果的な配分と適正な負担区分」についてそれぞれ

検討を行った。 
 次に、第 2 段階となる第 9 期中教審では、「学校教 
育の拡充整備のための基本構想の作成」の作業とし

て、第 25 特別委員会が「初等・中等教育に関する基

本構想」、第 26 特別委員会が「高等教育に関する基

本構想」についてそれぞれ検討を行った。 
 そして、第 3 段階では、「将来に向かっての予測等

に基づき学校教育の拡充整備のための行財政上の措

置の検討」の作業が主に行われ、第 27 特別委員会が

「基本構想の実現を推進するための実施方針」と「学

校教育の改革と拡充整備に必要な資源の見積り」、そ

して答申の起草に関する審議を、また第 28 特別委員

会が、生涯教育に関して「今後の社会における学校教

育の役割」についての審議をそれぞれ行った。 
 こうして約 4 年にわたる検討を経て、各段階の中

間報告を基に 46 答申がまとめられ、1971 年 6 月 11
日の中教審総会で当時の坂田道太文部大臣に答申さ

れたのである。 
 本研究では、大学入試を含む高等教育に関する審

議を担当していた第 26 特別委員会を中心に、必要に

応じて第 25 特別委員会も含めながら、それらの議事

録・配布資料等を基に、大学入試における共通試験制

度に関する検討内容や審議経過を分析していく。そ

して、分析対象とする期間に関しては、第 26 特別委

員会において大学入試に関する本格的な検討が開始

された 1969 年 10 月から、46 答申で提言された共通

試験制度構想を含む大学入試改革案の原型が示され

た、1970 年 1 月に第 26 特別委員会が発表した「高等

教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」までを

主な対象とする。なお、分析に使用する議事録・配布

資料に関しては、「国立公文書館デジタルアーカイブ
6」で公開・閲覧可能となっている資料を主に用いて

分析を行う。 
 

4. 審議経過の検討 

 

4-1. 第 25、26特別委員会を中心とした審議状況 

4-1-1. 第 26特別委員会における審議の開始 

 まず、大学入試を含む高等教育改革に関して中心

的な審議を行っていた第26特別委員会の委員構成を

確認すると、以下の表 1 の通りとなる。この表から

は、大学教授や学長を中心とした大学関係者が主な

委員となっていることが分かる。 
 

表 1 「第 26 特別委員会の委員構成」(『教育審議会 
の総合的研究』の 84～85 頁を基に筆者作成) 

 
 「中央教育審議会第 26 特別委員会(第 1 回~第 20
回)配布資料」の「中央教育審議会第 26 特別委員会の

今後の審議スケジュールについて 7」内にある「中央

教育審議会第 26 特別委員会の審議経過について」

(1970 年 1 月 12 日)を見ると、1969 年 7 月 7 日の総会

で第 25、26 特別委員会が設置され、以降第 26 特別

委員会では「高等教育機関の目的・性格と学校体系上

の位置づけについて」や、「高等教育の内容と方法に

 委員名 肩書(当時) 
 
 
 
 
委員 

阿部賢一 元早稲田大学総長 
河盛好蔵 評論家 
古賀逸策 国際電々㈱参与 
篠島秀雄 三菱化成工業㈱社長 
相馬雪香 評論家 
中村元 東京大学教授 
藤田健治 前お茶の水大学学長 
堀尾正雄 京都大学名誉教授 
萬直次 日本経済新聞社社長 

 
 
 
 
臨時 
委員 

市村真一 京都大学東南アジア研究所

所長 
坂本二郎 一橋大学教授 
中村隆 東北大学教授 
林雄二郎 東京工業大学教授 
森清 東京学芸大学教授 
森下泰 森下仁丹㈱社長 
吉識雅夫 日本学術振興会理事長 
若泉敬 京都産業大学教授 
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れまでの学校教育の実純の分析評価とこれに基づい

て検討すべき問題点を決める」ことを主題とし、第 21
特別委員会が「学校教育に対する国家社会の要請と

教育の機会均等」、第 22 特別委員会が「学校制度の

変遷と人間の発達段階および個人の能力・適性に応

ずる効果的な教育」、第 23 特別委員会が「教育費の

効果的な配分と適正な負担区分」についてそれぞれ

検討を行った。 
 次に、第 2 段階となる第 9 期中教審では、「学校教 
育の拡充整備のための基本構想の作成」の作業とし

て、第 25 特別委員会が「初等・中等教育に関する基

本構想」、第 26 特別委員会が「高等教育に関する基

本構想」についてそれぞれ検討を行った。 
 そして、第 3 段階では、「将来に向かっての予測等

に基づき学校教育の拡充整備のための行財政上の措

置の検討」の作業が主に行われ、第 27 特別委員会が

「基本構想の実現を推進するための実施方針」と「学

校教育の改革と拡充整備に必要な資源の見積り」、そ

して答申の起草に関する審議を、また第 28 特別委員

会が、生涯教育に関して「今後の社会における学校教

育の役割」についての審議をそれぞれ行った。 
 こうして約 4 年にわたる検討を経て、各段階の中

間報告を基に 46 答申がまとめられ、1971 年 6 月 11
日の中教審総会で当時の坂田道太文部大臣に答申さ

れたのである。 
 本研究では、大学入試を含む高等教育に関する審

議を担当していた第 26 特別委員会を中心に、必要に

応じて第 25 特別委員会も含めながら、それらの議事

録・配布資料等を基に、大学入試における共通試験制

度に関する検討内容や審議経過を分析していく。そ

して、分析対象とする期間に関しては、第 26 特別委

員会において大学入試に関する本格的な検討が開始

された 1969 年 10 月から、46 答申で提言された共通

試験制度構想を含む大学入試改革案の原型が示され

た、1970 年 1 月に第 26 特別委員会が発表した「高等

教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」までを

主な対象とする。なお、分析に使用する議事録・配布

資料に関しては、「国立公文書館デジタルアーカイブ
6」で公開・閲覧可能となっている資料を主に用いて

分析を行う。 
 

4. 審議経過の検討 

 

4-1. 第 25、26特別委員会を中心とした審議状況 

4-1-1. 第 26特別委員会における審議の開始 

 まず、大学入試を含む高等教育改革に関して中心

的な審議を行っていた第26特別委員会の委員構成を

確認すると、以下の表 1 の通りとなる。この表から

は、大学教授や学長を中心とした大学関係者が主な

委員となっていることが分かる。 
 

表 1 「第 26 特別委員会の委員構成」(『教育審議会 
の総合的研究』の 84～85 頁を基に筆者作成) 

 
 「中央教育審議会第 26 特別委員会(第 1 回~第 20
回)配布資料」の「中央教育審議会第 26 特別委員会の

今後の審議スケジュールについて 7」内にある「中央

教育審議会第 26 特別委員会の審議経過について」

(1970 年 1 月 12 日)を見ると、1969 年 7 月 7 日の総会

で第 25、26 特別委員会が設置され、以降第 26 特別

委員会では「高等教育機関の目的・性格と学校体系上

の位置づけについて」や、「高等教育の内容と方法に

 委員名 肩書(当時) 
 
 
 
 
委員 

阿部賢一 元早稲田大学総長 
河盛好蔵 評論家 
古賀逸策 国際電々㈱参与 
篠島秀雄 三菱化成工業㈱社長 
相馬雪香 評論家 
中村元 東京大学教授 
藤田健治 前お茶の水大学学長 
堀尾正雄 京都大学名誉教授 
萬直次 日本経済新聞社社長 

 
 
 
 
臨時 
委員 

市村真一 京都大学東南アジア研究所

所長 
坂本二郎 一橋大学教授 
中村隆 東北大学教授 
林雄二郎 東京工業大学教授 
森清 東京学芸大学教授 
森下泰 森下仁丹㈱社長 
吉識雅夫 日本学術振興会理事長 
若泉敬 京都産業大学教授 

1 
タイトル：奇数ページにはタイトルが入ります 

ついて」、「高等教育の目的・性格の多様化と教育課程

の類型について」、「大学等の組織・編制と管理体制に

ついて」といった高等教育改革を中心としたテーマ

に関して審議を行っていた。また、第 25 特別委員会

との合同会議も開催されていた。 
 本稿では、大学入試の共通試験に関する具体的な

審議が第 26 特別委員会で開始された、1969 年 10 月

20 日の第 6 回会議と 10 月 27 日の第 7 回会議 8から

その検討内容を確認していく 9。審議では、共通試験

構想について以下のような意見が出されていたが、

特に高校における成績や調査書の重視の意見と絡ん

で共通試験が有力視されていたことが分かる。 
 
   別に 3 の(1)の原案 10を私どもが積極的にいい

案だというように結論を持っておるわけじゃご

ざいませんが、この案の考え方は、日本中の学校

が特色を持って大いに伸びていくようにしたい

ということはだれでもが言われるわけでありま

すが、ある学校がたいへん優秀な学校であると

いう評価がある段階できまりますと、現在の制

度では、すべての高校生がその学校をチャレン

ジして、それに試験を受けるということが自由

に認められております。そしてその結果、その有

名な大学がますます実力においても高いものに

なっていくということは、優秀な学生がそこに

非常に過度に集中するからじゃないか。ですか

ら、東京大学が立派だということは、もちろん先

生も立派ですが、そこにはやはり非常に秀れた

者が集中してくるということが東京大学の質を

決定するのじゃないか。その結果、日本中の大学

がすべて東京へ、東京へくるような行き方。した

がって、その学校に最も深いつながりを持ち、入

学試験にパスできる高等学校が立派な高等学校

であり、それにつながる中学校という系列化が

起こってくる。そのことを解決しなければ、入試

の選抜方法をどうやってみても、それは選んだ

者が落ちた者よりもより妥当な判定があったか

どうかという技術的な問題になるわけでありま

す。したがってここでは、まず高等学校卒業とい

う者は大学受験資格があるのだといういまの制

度をやめてしまう考え方、中等教育の段階で中

等教育機関が自分の手で、この範囲の者は高等

教育へ進み得る成績の者であるというリミット

を中等教育で設けていこう。そしてその数とい

うものが、その地域内の大学の、ここでは特に先

ほどの A 案のような一般大学 11というものはも

ちろん全国的に地域的に計画的に整備をしてい

く、そしてその地域の一般大学に本人が入って

いくということはもっぱら高校の成績でいける

ようにしたい、そういう考え方だと思います。し

たがって、そこには大学の手による選抜という

ものが現在のような形では行なわれない。した

がって、高等学校の三カ年間の中での勉強がそ

の勝負であるという考え方に切りかえるという

たいへん大胆なあれでございます。それは入学

試験選抜によって高校がゆがむよりも、高校三

年間毎日が入学試験になるという逆な弊害があ

るということでだめだという逆の批判だってあ

り得るかと思いますが、はたしてそれはしかし

当然何らかの形で選抜というものが必要になる

とすれば、各教育機関自体の手でやるべきでは

ないか、こういう考え方であります。その場合に、

森田(筆者注:原文ママ、「森戸」の誤字と思われ

る)先生のお尋ねのことも、高等学校が自分の手

だけでそのような資格制限をやるということは、

非常に情実なり、もろもろの問題がからんでむ

ずかしいのではないか。その場合に、全国の高等

学校自身がそういう内部的なコース分けの選別

を進める場合に、その客観的な共通のものさし

として能検のようなナショナル・エグザミネー

ションという制度もそれに併用すべきじゃない

か。それを通れば大学に入るというよりも、高校

の一、二、三年という必要な段階でそういう全国

的な共通テストも高校自身の判断の共通のもの

さしとして活用するという判断ができるのでは

ないか。そのことによって、日本中の一般大学と

いわれるものは、ブロック的にそれぞれある水

準までバランスをとって整備をする。そして今

度はそこで三年間なり四年間なり勉強して、ほ

んとうに学問をやりたいという人が今度は専門

大学に進む段階で、そこでは日本中を一本とし

て、むしろ実力の勝負をやる、そのときにはいま
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の高等学校よりも三年間も試験の時期が延びる

わけです。おそらく試験の形は、各専門大学の必

要なコースに応じてもっと違った種類の試験に

なるだろう、あるいはいまの大学院の試験に近

いようなものになるかもしれない。そういう試

験のほうは避けようがないだろう、そこに選抜

の勝負を延ばすという考え方がこの案の背景に

あるわけです。そういうやり方が中等教育の非

常に根本的な問題になるので、これと同じ問題

が二十五特別委員会でもまだご議論いただいて

おりませんが、そちらでもご議論いただくこと

になっております。それを中等教育でやるか、そ

れとも大学自身の手でやはり選抜することにし

て、その方法をできるだけ合理化するという方

法でいく。そこのところが判断の分かれ目にな

るかと思います。(筆者注:後略) (西田文部審議官 

第 6 回第 26 特別委員会速記録 230~239 頁 以

下、速記録の発言と配布資料における太下線は

筆者による) 
   その場合、全国的な基準をつくるような、たと

えば能検のようなものは今度は入らないのです

か。(森戸辰男中教審会長 第 6 回第 26 特別委

員会速記録 240 頁) 
おそらくこれは高等学校自体でやるといって

も、そういう全国的な共通テストが必要だとい

うことは、当然この背景に考えなければならぬ

だろうと思います。こういう行き方でした場合

に、これは私の意見でございますが、それは各高

等学校が自分の手でやれるということにはなか

なかなりにくいかと思います。(西田文部審議官 

第 6 回第 26 特別委員会速記録 240~241 頁) 
 
   (筆者注:前略)大学入試の問題につきまして一

番やはり基本的なことは、内申書重視という線

はこれはもう当然のことであって、この線をく

ずしてはいけないということをまず第一に思い

ます。  
(筆者注:中略) 

   繰り返して言いますが、入試に関して言いま

すと、いろいろこまかい点はございますけれど

も、やはり内申書を重視するということが大事

ではないかと思います。そして、いろいろ内申書

を重視することに伴う先生に対するわいろとか、

そういう弊害はございますが、それはそれでま

た対策を考えるべきであって、本来高等学校で

の教育というものを充実させることによって、

それがおのずと大学への進学の成果になってあ

らわれるということが筋道だと思います。(市村

委員 第7回第26特別委員会速記録 65、67~68
頁) 

 
   ことしなんか、新聞で見ますと、いまお話しの   

内申というような種類の手数をとって入学者を

選考するというのがだんだんふえてはおるよう

に思いますね。ですから、そういったものに対す

る利点というものがかなり認識されてきたとい

うことにもなっておるんじゃないかと思います。

(古賀主査 第 7 回第 26 特別委員会 68 頁) 
 

 (筆者注:前略)従来行なわれたやり方での内申

による選考そのままでは当然うまくいかないだ

ろうということは皆さんお考えになっているこ

とで、それには(筆者注:中略)もう少し手を加え

たやり方でなくちゃだめだと思います。(筆者注:
後略)(古賀主査 第 7 回第 26 特別委員会速記録 

75 頁) 
 
   内申書を重要視せよというのは私はもっとも

な議論の一つだと思います。それは瞬間的なも

のではなくして、ある積み上げの成果でありま

すから、それは非常に重視をすべき点だろうと

思いますが、入学試験の内申書重視問題を私の

属する大学で数度議論しましたが、そのときに

いつもそれがくずれてしまいますのは、先ほど

坂本委員がおっしゃったように、いろいろな高

等学校でみんな基準が違うじゃないか、そうい

うのを一律に非常に大きなウェートで考慮する

ことには欠陥が生ずるじゃないかと、そこへい

ってしまうとみんなくずれてしまいまして、何

度か議論したのは、結局はいいことではあると

思いながら、それを実際に採用する勇気が出て

こない。ですから、その点をどういうぐあいにわ
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の高等学校よりも三年間も試験の時期が延びる

わけです。おそらく試験の形は、各専門大学の必

要なコースに応じてもっと違った種類の試験に

なるだろう、あるいはいまの大学院の試験に近

いようなものになるかもしれない。そういう試

験のほうは避けようがないだろう、そこに選抜

の勝負を延ばすという考え方がこの案の背景に

あるわけです。そういうやり方が中等教育の非

常に根本的な問題になるので、これと同じ問題

が二十五特別委員会でもまだご議論いただいて

おりませんが、そちらでもご議論いただくこと

になっております。それを中等教育でやるか、そ

れとも大学自身の手でやはり選抜することにし

て、その方法をできるだけ合理化するという方

法でいく。そこのところが判断の分かれ目にな

るかと思います。(筆者注:後略) (西田文部審議官 

第 6 回第 26 特別委員会速記録 230~239 頁 以

下、速記録の発言と配布資料における太下線は

筆者による) 
   その場合、全国的な基準をつくるような、たと

えば能検のようなものは今度は入らないのです

か。(森戸辰男中教審会長 第 6 回第 26 特別委

員会速記録 240 頁) 
おそらくこれは高等学校自体でやるといって

も、そういう全国的な共通テストが必要だとい

うことは、当然この背景に考えなければならぬ

だろうと思います。こういう行き方でした場合

に、これは私の意見でございますが、それは各高

等学校が自分の手でやれるということにはなか

なかなりにくいかと思います。(西田文部審議官 

第 6 回第 26 特別委員会速記録 240~241 頁) 
 
   (筆者注:前略)大学入試の問題につきまして一

番やはり基本的なことは、内申書重視という線

はこれはもう当然のことであって、この線をく

ずしてはいけないということをまず第一に思い

ます。  
(筆者注:中略) 

   繰り返して言いますが、入試に関して言いま

すと、いろいろこまかい点はございますけれど

も、やはり内申書を重視するということが大事

ではないかと思います。そして、いろいろ内申書

を重視することに伴う先生に対するわいろとか、

そういう弊害はございますが、それはそれでま

た対策を考えるべきであって、本来高等学校で

の教育というものを充実させることによって、

それがおのずと大学への進学の成果になってあ

らわれるということが筋道だと思います。(市村

委員 第7回第26特別委員会速記録 65、67~68
頁) 

 
   ことしなんか、新聞で見ますと、いまお話しの   

内申というような種類の手数をとって入学者を

選考するというのがだんだんふえてはおるよう

に思いますね。ですから、そういったものに対す

る利点というものがかなり認識されてきたとい

うことにもなっておるんじゃないかと思います。

(古賀主査 第 7 回第 26 特別委員会 68 頁) 
 

 (筆者注:前略)従来行なわれたやり方での内申

による選考そのままでは当然うまくいかないだ

ろうということは皆さんお考えになっているこ

とで、それには(筆者注:中略)もう少し手を加え

たやり方でなくちゃだめだと思います。(筆者注:
後略)(古賀主査 第 7 回第 26 特別委員会速記録 

75 頁) 
 
   内申書を重要視せよというのは私はもっとも

な議論の一つだと思います。それは瞬間的なも

のではなくして、ある積み上げの成果でありま

すから、それは非常に重視をすべき点だろうと

思いますが、入学試験の内申書重視問題を私の

属する大学で数度議論しましたが、そのときに

いつもそれがくずれてしまいますのは、先ほど

坂本委員がおっしゃったように、いろいろな高

等学校でみんな基準が違うじゃないか、そうい

うのを一律に非常に大きなウェートで考慮する

ことには欠陥が生ずるじゃないかと、そこへい

ってしまうとみんなくずれてしまいまして、何

度か議論したのは、結局はいいことではあると

思いながら、それを実際に採用する勇気が出て

こない。ですから、その点をどういうぐあいにわ

1 
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れわれが勇気を持って、あるいはまた合理性を

持って内申書に重点を置き得るようにするかと

いうことに非常に問題がありはせぬか。(筆者注:
後略)(堀尾委員第 7 回第 26 特別委員会速記録 

128~130 頁) 
 

 (筆者注:前略)アメリカでは、内申書と、それか

ら学校自体の調査と、それから能研テストのよ

うなテストの結果をそろえて、それが大体選考

の方法であります。日本でも、内申書あるいは推

薦書を用いながら、客観的な基準としては、能研

テストのような基本テストによって格づけをす

るということが必要ではないか。(筆者注:後略) 
(森戸会長 第 7 回第 26 特別委員会速記録 162
頁) 

 
 (筆者注:前略)いわゆる内申書の重視といいま

すか、高等学校でやったことが一番いいんだと

いうことは、これは皆さん大体内申書を重視す

ることには異議はない。ところが、内申書につい

ては多少まだ不安が残っておるわけですね。そ

れに応じて、いま会長が言われましたが、能研的

なものをやるか。実は予備校なんかでは、何千人

かの試験をやってランクをつけておるんですね。

五千人受けると五千人中の何番だと、そしてそ

れによって自分が一体どの学校に行けるんだろ

うかというような見当を大体つけておるようで

す。いま旺文社とかいろいろなところでもそう

いう試験をやっているんですが、それに応じた

能研的なもの、いわゆる内申的なもの、そういう

ものをあわせて、そして学校自体でそういうも

のを土台にして選ぶ、あるいは学生自体も自分

であの学校には私はこれぐらいなんだというよ

うなことでやっていけばいいんじゃないかとい

うような気がするんですが。(筆者注:後略)大泉

孝中教審副会長 第7回第26特別委員会速記録 

172~174 頁) 
 

(筆者注:前略)いまのように、大体の方向は内

申書の重視ということでいいということは、そ

れはそれでよろしいと思いますが、それじゃ実

際に内申書の重視だけで全部だいじょうぶかし

らという心配がちょっとあります。もちろん先

ほどからいろいろ条件はついておりまして、で

きるだけ公正にした上での内申書の重視だとい

うことですけれども、実際に私は自分が大学に

おりまして、それを実施する場合にどう実施す

るか、実はたいへんな問題があると思うんです

ね。内申書を重視しても、それでとにかくその大

学がある学生をとるときには一応のきまったラ

ンキングをつけなければならないんですね。そ

の大学だけで自分のところへ希望した者は全部

とるんだとなると、あとの大学はどういうこと

になるのか、必ずしもそう簡単ではないような

気がしまして、そういうことがあるものですか

ら、結局ああいう別な学校独自の入学試験とい

うものがあったわけなんで、そこで、一応の筋と

してはけっこうでございますけれども、やっぱ

りいろんな方法の併用ということがある程度ま

で許されないと、実際問題としては私は非常に

むずかしいんじゃなかろうかと思いますもので

すから、おまとめになることはけっこうなんで

すが、その根本にはそれだけの余裕だけはちょ

っと置いておかないと、たとえば中教審でいま

のような形でできるだけ客観性を持たせるには

内申書重視でいいんだというような線が出ます

と、ちょっとこれはたいへんじゃないかという

気がしますものですから、それだけちょっと私

申し上げてみたいと思います。(藤田副主査 第

7 回第 26 特別委員会速記録 176~179 頁) 
 

 (筆者注:前略)私は内申制度というものには反

対なんで、そのことだけを申し上げておきます

が、委員の全員がそういう方向ではない。(筆者

注:中略)内申書の客観性なり妥当性というもの

がほんとに確立されれば別ですが、ちょっと現

段階では私は望めないんじゃないかと思います

から。(萬委員 第 7 回第 26 特別委員会速記録 

203~204 頁) 
 
 なお、この第 7 回会議では「入学者選抜制度」と

「大学入学者選抜方法の改革案としてこれまで各方
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面で提案された事項」という資料が配布されていた 12。 
 まず「入学者選抜制度」では、「1 入学者選抜制度

の根本問題」の「(2)わが国における入学競争の激化

の原因」において、次のような問題点が指摘されてい

る。 
 
   昭和 42 年度には、高等学校への進学希望者の   

うち 98%はいずれかの学校に入学しており、ま

た、大学の収容実員は高等学校を新規に卒業し

た進学希望者の約 70~80%に相当しており、その

収容力からいえば過度の入学競争が生じる理由

はない。 
   しかし現実には、特定の有名校に志願者が集

中し、その競争に打ち勝つための勉強が、下級学

校の教育をゆがめたり、大量の浪人を発生させ

たりしている。このような過度の集中が起る原

因としては、つぎのようなことが指摘できる。 
   a)下級学校の学習成績とは関係なく、各大学が

行なうただ一度の学力試験に合格すれば入学で

きる制度がとられているため、有名校をめざし

てくりかえし受験することになること。 
   b)教育の内容よりは入学の難易度によつて一

般社会が大学を評価し、入学さえすれば卒業で

きることもあつて、有名校に入学することが将

来に対する最大の保障と考えられるため、下級

学校における進路指導が効果を発揮しないこと。 
   c)各大学が特色を発揮し、すぐれたものが多元   

的に併存できるようなくふうや努力が欠如して

いたこと。 
 
 また、「2 入学者選抜方法の改善」では、入試方法

の歴史的変遷や、入試における判定資料のうち高校

での学業成績が大学入学後の学力の伸びを最も確か

らしく予測できること等が説明されている。その中

で、「入学者選抜方法の改善のための障害」として次

の点が指摘されている。 
 
   これまで入学者の選抜方法については、学力

検査問題の作成方針、調査書の取り扱い方など

について、たえず上級学校と下級学校との間に

意見の対立があつた。そして、両者の協力によつ

て問題の解決をはかろうとする気運はきわめて

乏しかつた。とくに受け入れ側の大学自身が、入

学者選抜方法の改善について消極的であり、そ

のための体制を整えて科学的な研究調査を行な

う態度を示さなかつたことは、この問題の解決

を困難にしている大きな原因の 1 つである。 
 
 そして、最後に「検討すべき問題点」として、「現 
在の入学者選抜制度がわが国の学校教育上青少年の 
人間形成に及ぼす重大な影響をかえりみ、その弊害 
を最小限度にして結果の妥当性を高めるための選抜

方法を技術的に研究するとともに、特定大学への集

中を緩和するための方策を総合的に検討する必要が

ある。」という点を挙げている。 
 次に「大学入学者選抜方法の改革案としてこれま

で各方面で提案された事項」では、「4 大学入試方法

の技術的改善」において、次のような改革案が提示さ

れている。 
 
  (1)高校内申書の重視 
  (2)記述式テストの重視あるいは論文テストの併   
  用 
  (3)全国統一試験の実施(問題作成のみを統一す

る場合を含む。) 
  (4)推せん制度の積極的活用 
  (5)高校の教科に応じた学力検査の廃止と大学に   

おける新しい能力検査の実施 
  (6)入試期日の統一(一期校、二期校の問題) 
 
 以上の発言や配布資料からは、具体的な検討当初

から、大学入試において高校の調査書をより重視す

る改革案が有力視されていた一方、その客観性や妥

当性について大学関係者である委員等から懸念が示

されており、それを担保し懸念を払拭するための手

段の一つとして共通試験の実施が挙げられていたこ

とが分かる 13。 
 
4-1-2. 「大学入試問題合同小委員会」の設置 
 さて、1969 年 11 月 6 日に行われた第 26 特別委員

会の第 8 回会議において、第 25、26 特別委員会から

代表者を出して大学入試改革に関する検討を行う特
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面で提案された事項」という資料が配布されていた 12。 
 まず「入学者選抜制度」では、「1 入学者選抜制度

の根本問題」の「(2)わが国における入学競争の激化

の原因」において、次のような問題点が指摘されてい

る。 
 
   昭和 42 年度には、高等学校への進学希望者の   

うち 98%はいずれかの学校に入学しており、ま

た、大学の収容実員は高等学校を新規に卒業し

た進学希望者の約 70~80%に相当しており、その

収容力からいえば過度の入学競争が生じる理由

はない。 
   しかし現実には、特定の有名校に志願者が集

中し、その競争に打ち勝つための勉強が、下級学

校の教育をゆがめたり、大量の浪人を発生させ

たりしている。このような過度の集中が起る原

因としては、つぎのようなことが指摘できる。 
   a)下級学校の学習成績とは関係なく、各大学が

行なうただ一度の学力試験に合格すれば入学で

きる制度がとられているため、有名校をめざし

てくりかえし受験することになること。 
   b)教育の内容よりは入学の難易度によつて一

般社会が大学を評価し、入学さえすれば卒業で

きることもあつて、有名校に入学することが将

来に対する最大の保障と考えられるため、下級

学校における進路指導が効果を発揮しないこと。 
   c)各大学が特色を発揮し、すぐれたものが多元   

的に併存できるようなくふうや努力が欠如して

いたこと。 
 
 また、「2 入学者選抜方法の改善」では、入試方法

の歴史的変遷や、入試における判定資料のうち高校

での学業成績が大学入学後の学力の伸びを最も確か

らしく予測できること等が説明されている。その中

で、「入学者選抜方法の改善のための障害」として次

の点が指摘されている。 
 
   これまで入学者の選抜方法については、学力

検査問題の作成方針、調査書の取り扱い方など

について、たえず上級学校と下級学校との間に

意見の対立があつた。そして、両者の協力によつ

て問題の解決をはかろうとする気運はきわめて

乏しかつた。とくに受け入れ側の大学自身が、入

学者選抜方法の改善について消極的であり、そ

のための体制を整えて科学的な研究調査を行な

う態度を示さなかつたことは、この問題の解決

を困難にしている大きな原因の 1 つである。 
 
 そして、最後に「検討すべき問題点」として、「現 
在の入学者選抜制度がわが国の学校教育上青少年の 
人間形成に及ぼす重大な影響をかえりみ、その弊害 
を最小限度にして結果の妥当性を高めるための選抜

方法を技術的に研究するとともに、特定大学への集

中を緩和するための方策を総合的に検討する必要が

ある。」という点を挙げている。 
 次に「大学入学者選抜方法の改革案としてこれま

で各方面で提案された事項」では、「4 大学入試方法

の技術的改善」において、次のような改革案が提示さ

れている。 
 
  (1)高校内申書の重視 
  (2)記述式テストの重視あるいは論文テストの併   
  用 
  (3)全国統一試験の実施(問題作成のみを統一す

る場合を含む。) 
  (4)推せん制度の積極的活用 
  (5)高校の教科に応じた学力検査の廃止と大学に   

おける新しい能力検査の実施 
  (6)入試期日の統一(一期校、二期校の問題) 
 
 以上の発言や配布資料からは、具体的な検討当初

から、大学入試において高校の調査書をより重視す

る改革案が有力視されていた一方、その客観性や妥

当性について大学関係者である委員等から懸念が示

されており、それを担保し懸念を払拭するための手

段の一つとして共通試験の実施が挙げられていたこ

とが分かる 13。 
 
4-1-2. 「大学入試問題合同小委員会」の設置 
 さて、1969 年 11 月 6 日に行われた第 26 特別委員

会の第 8 回会議において、第 25、26 特別委員会から

代表者を出して大学入試改革に関する検討を行う特

1 
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別委員会の設置が承認され(第 8 回第 26 特別委員会

速記録 14 6~8 頁)、大学入試問題合同小委員会とし

て 1969 年 11 月 14 日から審議が開始された 15。  
「中央教育審議会第 25、26 特別委員会大学入試問

題合同小委員会(第 2 回)会議次第」によると、11 月

28 日に開かれた第 2 回小委員会では、資料として、

中教審委員に対して行われた大学入学者選抜制度の

改善に関するアンケート調査の結果 16 が示された。

この中で、特に大学入試方法に関する具体的改革案 
の妥当性に関する項目について、回答が以下のよう

にとりまとめられた。 
 
 

 
表 2 「中教審委員に対する大学入学者選抜制度の改善に関するアンケート調査の結果の一部」(「中央教育審

議会第 25 特別委員会配布資料・(昭 44.9~昭 45.10)」の「中央教育審議会委員に対する大学入学者選抜制

度の改善に関するアンケート結果」2~3 頁を参照して筆者作成) 
 
 

区 分 
 

問題解決の 
有効性 

実行の 
困難性 

 
解決提案の実施に伴う弊害等 

大 小 大 小 
浪人得点の 
修正 
 

6 
 

13 
 

8 
 

11 
 

・本来不利な浪人をさらに不利にする。 
・修正方法の妥当性が問題である。 
・相当な準備期間が必要。 
・特別な事情の浪人の取扱い方法は別途検討する必要が

ある。 
・2 年目以降受験禁止の方が本人のためによい。 

高校調査書の

重視 
21 2 7 13 ・高校教育がゆがみ、特定校への集中は緩和しない。 

・信用度と高校格差が問題で、統一試験の併用等が望まし

い。 
・公表のできる客観性と妥当性があること。 
・高校の良心的取扱いと追跡調査による高校の評価が必須

である。 
・制度だけの問題ではない。根本的人間関係、価値評価を

確立すること。 

推薦入学制の

拡大 
14 9 4 15 ・学力の低下が問題である。 

・推薦自身が主観的にならなければ可。高校の格差に問題

がある。 
・公表し得る客観性、妥当性の限度で行なうべきである。 
・多くても全入学者の 3 分の 1 までか、もれた者にも入学

の機会を与える。 
・実行困難なのは人間のあり方による。 
・高校側の自覚が必須条件である。 

面接試験の重

視 
10 9 5 13 ・面接技術の適正化の研究と訓練を欠く現状では誤差を混

入させるだけである。 
・審査員の個人的主観に偏向するおそれがある。 

23

中央教育審議会の「46 答申」における大学入試の共通試験制度構想の形成過程に関する考察



2 

東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 41 号 2021 年 

 
 

・特殊の目的を有する大学においてのみ重視すべきであ

る。 
・教員養成を主とする大学には必須である。 

論文テストの

活用 
15 6 9 10 ・学力次元のみで選抜の妥当性が高まれば、大学の階層化

が強まり、志願者の集中傾向はさらに強まろう。 
・問題解決とは別だろう。 客観テストの

活用 
11 8 2 14 

適性テストの

活用 
17 4 10 7 ・信頼できるテストが少ない。 

・結果の追跡調査が必要。 
・コンピューター等の機械が必要となろう。 

アドミッショ

ン・オフィサー

の設置 

13 
 
 

8 11 9 ・入試制度の調査等なら可能、それ以上は大学の現状から

実施困難 
・アドミッション・オフィサーの作業の認識、人材の選定

等を考えて後、導入すべきである。 
・根本となる人間の問題を並列して考えるべきである。 
・文部省の積極性が望まれる。 

広域共通 
テストの活用 

17 
 

4 10 9 ・統制化のおそれがある。 
・大学自ら行なうように促すこと。 
・画一的にならない努力が必要。 
・実施の方法に考慮を要す。 

この結果 17を見ると、「高校調査書の重視」につい

ては、その有効性について他と比べ高い評価を受け

ており、実行の困難性についても 65％は困難が少な

いと判断していた一方、高校間格差の是正や客観性

の担保といった点が課題だと認識されていた。また

「広域共通テストの活用」に関しては、他と比べ問題

解決の有効性が比較的高かった一方、半数以上が実

現の困難性が大きいと判断しており、特に統制化・画

一化や具体的実施方法に関する問題が指摘されてい

たことが分かる。 
 
4-1-3. 「高等教育の改革に関する基本構想試案」の

発表 

さて、大学入試問題合同小委員会での検討を経て、

同委員会より「大学入学者選抜制度の改善に関する

基本的な考え方について(報告)18」が、1969 年 12 月 8
日に行われた第11回第25特別委員会と第15回第26
特別委員会 19 でそれぞれ配布資料として提示され審

議が行われた。この報告の前文と「1 改善の目標」、

「2 選抜方法の改善」では以下のような改革案が提

示されていた 20。 
 
   本小委員会では、中央教育審議会においてわ

が国の学校教育全般について再検討が行なわれ

る場合、大学入学者選抜制度が学校教育全体に

及ぼす重大な影響を考え、このことに関する審

議会委員の意見もアンケート調査したうえ、基

本的にどのような改善の目標と方法を採用する

ことが適当であるかを検討した結果、一応次の

ような結論を得た。 
   この問題については、これまでにたびたび改

善が試みられてきたが、つねに必ずしも所期の

成果を収められなかつたのは、大学側がその公

共的な責任の自覚に立つて積極的な態度をとる

ことが少なく、また、大学と高等学校との間に問

題解決のための協力関係が乏しかつたためであ

ると思われる。したがつて、今後はその点にじゅ

うぶんな配慮が必要である。 
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・特殊の目的を有する大学においてのみ重視すべきであ

る。 
・教員養成を主とする大学には必須である。 

論文テストの

活用 
15 6 9 10 ・学力次元のみで選抜の妥当性が高まれば、大学の階層化

が強まり、志願者の集中傾向はさらに強まろう。 
・問題解決とは別だろう。 客観テストの

活用 
11 8 2 14 

適性テストの

活用 
17 4 10 7 ・信頼できるテストが少ない。 

・結果の追跡調査が必要。 
・コンピューター等の機械が必要となろう。 

アドミッショ

ン・オフィサー

の設置 

13 
 
 

8 11 9 ・入試制度の調査等なら可能、それ以上は大学の現状から

実施困難 
・アドミッション・オフィサーの作業の認識、人材の選定

等を考えて後、導入すべきである。 
・根本となる人間の問題を並列して考えるべきである。 
・文部省の積極性が望まれる。 

広域共通 
テストの活用 

17 
 

4 10 9 ・統制化のおそれがある。 
・大学自ら行なうように促すこと。 
・画一的にならない努力が必要。 
・実施の方法に考慮を要す。 

この結果 17を見ると、「高校調査書の重視」につい

ては、その有効性について他と比べ高い評価を受け

ており、実行の困難性についても 65％は困難が少な

いと判断していた一方、高校間格差の是正や客観性

の担保といった点が課題だと認識されていた。また

「広域共通テストの活用」に関しては、他と比べ問題

解決の有効性が比較的高かった一方、半数以上が実

現の困難性が大きいと判断しており、特に統制化・画

一化や具体的実施方法に関する問題が指摘されてい

たことが分かる。 
 
4-1-3. 「高等教育の改革に関する基本構想試案」の

発表 

さて、大学入試問題合同小委員会での検討を経て、

同委員会より「大学入学者選抜制度の改善に関する

基本的な考え方について(報告)18」が、1969 年 12 月 8
日に行われた第11回第25特別委員会と第15回第26
特別委員会 19 でそれぞれ配布資料として提示され審

議が行われた。この報告の前文と「1 改善の目標」、

「2 選抜方法の改善」では以下のような改革案が提

示されていた 20。 
 
   本小委員会では、中央教育審議会においてわ

が国の学校教育全般について再検討が行なわれ

る場合、大学入学者選抜制度が学校教育全体に

及ぼす重大な影響を考え、このことに関する審

議会委員の意見もアンケート調査したうえ、基

本的にどのような改善の目標と方法を採用する

ことが適当であるかを検討した結果、一応次の

ような結論を得た。 
   この問題については、これまでにたびたび改

善が試みられてきたが、つねに必ずしも所期の

成果を収められなかつたのは、大学側がその公

共的な責任の自覚に立つて積極的な態度をとる

ことが少なく、また、大学と高等学校との間に問

題解決のための協力関係が乏しかつたためであ

ると思われる。したがつて、今後はその点にじゅ

うぶんな配慮が必要である。 

1 
タイトル：奇数ページにはタイトルが入ります 

 
   1 改善の目標(筆者注:左下線は原文ママ) 
     高等学校の段階でその目的に応じた勉学

に専念した者の学習成果が公正に評価され、

選抜に合格することのみを目的とした特別

な学習をしないでも、能力・適性に応じた高

等教育機関に入学できるようにすることを

改善の中心目標とする。 
 
   2 選抜方法の改善(筆者注:左下線は原文マ

マ) 
    (1)高等学校側が、生徒の将来についての教育

的な判断に立ち、適切な進路指導を行なう必

要がある。 
    (2)高等学校の学習成果を公正に表示する調

査書を選抜の基礎資料とする。そのためには、

各学校内部における学習成績の評価が、でき

るだけ客観的な公正を維持できるようにす

るため専門的・技術的なくふうが必要である。 
     また、各学校間の評価水準の格差を補正す

るための方法も考える必要がある。そのため

には、広域的な共通テストの利用やアドミッ

ション・オフィサーのような大学側の体制の

整備も検討すべきであろう。この場合、この

テストは、個人の学力の到達度を弁別するこ

とを目的とするよりは、高等教育を受けるの

に必要な基礎的な能力・適性を検出するため

のものとすべきである。 
(3)選抜する大学側がとくに必要とする場合

には、上記の資料とあわせて、進学しようと

する専門分野においてとくに重視される特

定の能力テスト、論文テストまたは面接の結

果を総合的な判定の資料とすることもさし

つかえない。なお、入学者の一部を高等学校

の推せんによつて決定する方法が若干の大

学において実施されていることの効果につ

いても留意すべきである。 
    (筆者注:中略) 
   4 選抜制度の改善を進める実際的手続き(筆

者注:左下線は原文ママ) 
     現行制度は多年の慣行として定着し、それ

に伴う既定の利害関係が強く、現状の改革を

困難にしていることを深く考慮し、上記のよ

うな改善を実行に移すためには、次のような

方法のいずれが適当であるかを慎重に検討

すべきである。 
    (1) この基本方針について大学・高等学校当  

事者の賛同を求め、新しい改革を進めるこ 
とに積極的な大学またはその地域におい 
てテスト・ケースとして実行し、その成果 
をもとに全国的な普及をはかる。 

    (2) 上記のような試行は、実現困難であると   
し(筆者注:手書きで「とし」の部分は「た 
めに」とある)、この改革の方向について国 
民的な支持を得て、選抜制度に関する法的 
な措置を講ずる。 

 
そしてこの報告に関して、各委員会で次のような

説明・意見が出された。 
 

(筆者注:前略)公的資格云々という問題と、そ

れからもう一つはアドミッション・オフィサー

という問題、二つの点が多少気になるのでござ

いますが、それは現実にアンケートをおとりに

なりました中では、この項目の賛成のご意見少

なかった項目なんです。私は少なくともこうこ

う(筆者注:原文ママ)理由でお取り上げになった

ということに対しては決して反対するわけじゃ

ございませんが、特に少なかった項目をお取り

上げになったのは何か特別の理由があろうかど

うかということが一つ問題であることと、それ

からこれは最終的におきめになるまでは、そう

いう問題は十分やはりお話しをいただいた上で、

最終的な決定をなさる、それだけのコメントを

現在つけておきたい、こういうことなんでござ

います。(筆者注:後略)(吉識委員 第 15 回第 26
特別委員会速記録 67~69 頁) 

 
(筆者注:前略)共通テストというものをここに

一つあげるかあげぬかという問題がありまして、

内申書によるが、学校格差をどうするかという

問題がありまして、その一つの方法としては共
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通テストがあるだろう。しかしもう一つは、大学

自身でその問題をやることができるのじゃない

か。アメリカなぞはそれを非常にやっておるわ

けです。日本では入学試験の問題だけ熱心であ

って、その問題をやってないわけです。そして入

学した人の成績を調べれば、この学校はどうい

うふうな地位にあるかということを調べる。そ

ういうふうな形が、これはいま日本では非常に

弱いが、それも一つの考え方である。それから共

通テストが一つの考え方である。こういうふう

な形でこれがあがったわけです。共通テストを

やるということはいろいろな点で問題があるの

じゃないか。大学などでも非常に抵抗があるか

らあげぬほうがいいのじゃないかというご意見

が相当ありました。私自身、ことにそれから高等

学校関係のほうも、やはり共通テストをやって

やめたんだから、これはどういうものかという

ことをもう少し積極的にあげないと、これを返

したのではいけないのじゃないかということで

取り上げることにして、だけれども、共通テスト

だけを取り上げてはいろいろ問題もあるから、

むしろアドミッションといろいろなものとあわ

せながら、こういう過程で二つあがったと思い

ます。(森戸会長 第 15 回第 26 特別委員会速記

録 69~72 頁) 
 

 (筆者注:前略)能検に私は関係しておりまして、

能検が途中でだめになりましたというのですか、

いろいろ理由があるのですが、一つは財政的な

裏づけが十分でなかったということ、出発点か

ら実は受験料でまかなえるという非常に安易な

考え方であったわけですが、これは誤算だと思

うのです。それでいったところが、だんだんと受

験者が少なくなって、受験料ではまかなえない。

それからその前には国家予算でやるということ

も考えられた。文部省が提案したのですが、とこ

ろがそのときには、どうもそうですが、国家から

金を出してやると国家統制になる、それが観念

的な反対の一番強いことであったわけです。そ

れで私は、それじゃあ民間に出してもらおうか

といって、経団連等にいろいろお話を申し上げ

たのですが、国家の予算が、国家が出さぬものに

われわれが出すわけにいかぬということで、ど

こへいってもなかなかうまくいかぬということ

が、それだけじゃございませんが、一つの理由で

ありましたために、財政的な裏づけということ

は非常に必要であるということは私は痛感して

おります。(筆者注:後略)(森戸会長 第15回第26
特別委員会速記録 75~77 頁) 

 
   いまの会長のおっしゃったことで、ちょっと

私はかねて気になっていたことがあるのですが、

これを機会にちょっと申し上げたいのですが、

大学のいまいわゆる大学人の中には一種の矛盾

があるように思うのですが、つまりいま会長の

言われたように、何か国の予算でやるとかなん

とかというと、それは国家統制だというふうに

非常に反発するという面が一方においてあるに

もかかわらず、また一方においては、予算がない

からできないのだというようなことで予算を要

求するという、そういう非常に趣旨一貫しない

面があるのですね。だから、それはまことにおか

しなことなんで、非常に矛盾していることだと

思うのですが、それが何につけてもあるわけで

す。ですから、財政的措置云々ということで、こ

れに関する限りはそれでもいいかもしれません

が、何かそういう根本的な矛盾みたいなものが、

何らかの形でそれを正していかないと、結局何

もできなくなってしまうと思うのです。(筆者注:
後略)(林委員 第 15 回第 26 特別委員会速記録 

79~81 頁) 
   私もそういう話はよく聞きますが、少しこの

問題からはずれるかもしれませんが、金は出せ、

口は出すな。(古賀主査 第 15 回第 26 特別委員

会速記録 82 頁) 
   いまの問題と関連するのですが、ですから、こ   

のことをやれば、解決に非常によくなるのだと

いうことであるならば、私はやるべきだと思う

のです。しかしそれが非常に大きな利益を生む

か生まないかといったようなところにわざわざ

そういうものを持ってくるのは得策ではなかろ

うというのが私の言っていることです。これは
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通テストがあるだろう。しかしもう一つは、大学

自身でその問題をやることができるのじゃない

か。アメリカなぞはそれを非常にやっておるわ

けです。日本では入学試験の問題だけ熱心であ

って、その問題をやってないわけです。そして入

学した人の成績を調べれば、この学校はどうい

うふうな地位にあるかということを調べる。そ

ういうふうな形が、これはいま日本では非常に

弱いが、それも一つの考え方である。それから共

通テストが一つの考え方である。こういうふう

な形でこれがあがったわけです。共通テストを

やるということはいろいろな点で問題があるの

じゃないか。大学などでも非常に抵抗があるか

らあげぬほうがいいのじゃないかというご意見

が相当ありました。私自身、ことにそれから高等

学校関係のほうも、やはり共通テストをやって

やめたんだから、これはどういうものかという

ことをもう少し積極的にあげないと、これを返

したのではいけないのじゃないかということで

取り上げることにして、だけれども、共通テスト

だけを取り上げてはいろいろ問題もあるから、

むしろアドミッションといろいろなものとあわ

せながら、こういう過程で二つあがったと思い

ます。(森戸会長 第 15 回第 26 特別委員会速記

録 69~72 頁) 
 

 (筆者注:前略)能検に私は関係しておりまして、

能検が途中でだめになりましたというのですか、

いろいろ理由があるのですが、一つは財政的な

裏づけが十分でなかったということ、出発点か

ら実は受験料でまかなえるという非常に安易な

考え方であったわけですが、これは誤算だと思

うのです。それでいったところが、だんだんと受

験者が少なくなって、受験料ではまかなえない。

それからその前には国家予算でやるということ

も考えられた。文部省が提案したのですが、とこ

ろがそのときには、どうもそうですが、国家から

金を出してやると国家統制になる、それが観念

的な反対の一番強いことであったわけです。そ

れで私は、それじゃあ民間に出してもらおうか

といって、経団連等にいろいろお話を申し上げ

たのですが、国家の予算が、国家が出さぬものに

われわれが出すわけにいかぬということで、ど

こへいってもなかなかうまくいかぬということ

が、それだけじゃございませんが、一つの理由で

ありましたために、財政的な裏づけということ

は非常に必要であるということは私は痛感して

おります。(筆者注:後略)(森戸会長 第15回第26
特別委員会速記録 75~77 頁) 

 
   いまの会長のおっしゃったことで、ちょっと

私はかねて気になっていたことがあるのですが、

これを機会にちょっと申し上げたいのですが、

大学のいまいわゆる大学人の中には一種の矛盾

があるように思うのですが、つまりいま会長の

言われたように、何か国の予算でやるとかなん

とかというと、それは国家統制だというふうに

非常に反発するという面が一方においてあるに

もかかわらず、また一方においては、予算がない

からできないのだというようなことで予算を要

求するという、そういう非常に趣旨一貫しない

面があるのですね。だから、それはまことにおか

しなことなんで、非常に矛盾していることだと

思うのですが、それが何につけてもあるわけで

す。ですから、財政的措置云々ということで、こ

れに関する限りはそれでもいいかもしれません

が、何かそういう根本的な矛盾みたいなものが、

何らかの形でそれを正していかないと、結局何

もできなくなってしまうと思うのです。(筆者注:
後略)(林委員 第 15 回第 26 特別委員会速記録 

79~81 頁) 
   私もそういう話はよく聞きますが、少しこの

問題からはずれるかもしれませんが、金は出せ、

口は出すな。(古賀主査 第 15 回第 26 特別委員

会速記録 82 頁) 
   いまの問題と関連するのですが、ですから、こ   

のことをやれば、解決に非常によくなるのだと

いうことであるならば、私はやるべきだと思う

のです。しかしそれが非常に大きな利益を生む

か生まないかといったようなところにわざわざ

そういうものを持ってくるのは得策ではなかろ

うというのが私の言っていることです。これは

1 
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ぜひやらなければならぬことであれば、これは

おやりになることについては私は決して反対は

いたしません。賛成でございます。(吉識委員 第

15 回第 26 特別委員会速記録 82~83 頁) 
 

(筆者注:前略) (筆者注:小委員会の報告に関し

ては)趣旨の上ではおそらく相当賛成していただ

けるようなことが多いと思いますので、大体の

方向としては二十六(筆者注:特別委員会)ではそ

ういうことを了承として進むという程度でいい

んじゃないかと思いますが、どうですか。(古賀

主査 第 15 回第 26 特別委員会速記録 116 頁) 
けっこうでございます。(西田審議官 第 15 回 

第 26 特別委員会速記録 116 頁) 
 

(筆者注:前略) (筆者注:小委員会では)共通テス

トの問題がやはり一つの問題点として御議論に

なったという御報告がございました。この共通

テストとアドミッション・オフィサーは対にな

っているということですね。どちらか一つ引き

離すとまた非常にクローズアップされてそのこ

とだけが問題になるので、広域的な共通テスト、

これはどうしても考えの中に入れるべきだろう

というかなり強い御議論が第三回目のときにあ

って、それがいれられたということでございま

す。(筆者注:後略)(平塚益徳主査(国立教育研究所

所長 21) 第11回第25特別委員会速記録 23~24
頁) 

 
この小委員会が持たれましたあと、ごく最近

の話ですが、東京大学の入試改善委員会、安藤委

員会 22 というのがあるようでございます。各学

部の代表者から構成され、新しい四十六年度以

降の東京大学の入試についていろいろ御検討に

なっていらっしゃる委員会ですが、その委員会

と私ども普通科高等学校の校長会の入試の委員

との間で、実は先日懇談会を持ったんです。その

とき、東京がいまさまざまな形で検討している

というお話を聞き、同時にそれに対する質疑を

行なったんですが、そのときに、先ほど主査から

御指摘がありました広域的な共通テストの利用

やアドミッション・オフィサーの問題について

も話が若干及んだんです。きょうは論争はやめ

ましょうということが前提条件になっておりま

して、論争はしないことにしました。ただお互い

に意見交換ということにしようということだっ

たんですが、そのときに、いままでにないことで

すが、東京大学の安藤委員会のメンバーの先生

方は、この広域的な共通テストというものに対

してきわめて積極的であった。とかく消極的に

考えられておったことに対してわりあいに積極

的な態度を持っていらした。 
   そこで、この広域テストを考えるということ

に積極的、肯定的な立場をとっているとすれば、

方法論的にどういうような方法をとるか。それ

は、大学が中心となって考えていく、それから高

等学校が中心となって考えていく、もう一つは

大学と高等学校が共同して考えていく、もう一

つの観点は、全然関係のない第三者といいます

か、たとえば具体的には文部省というようなこ

とでございますが、その四つのケースが考えら

れる。そのどこでやるかという具体的な話にな

ったときに、文部省がやるのはごめんだという

考え方がかなり出てまいりました。しかし、大学

がやるのはいまたいへんだから、でき得べくん

ば高等学校でやってくれないか、高等学校でや

るなら差しつかえありませんと、こういう考え

方なんですね。 
   それから高等学校側は、それじゃ高等学校だ

けでやって、ああそういうものが行なわれまし

たか、われわれは関係がありませんと言われた

んじゃ話にならないんだが、むしろ高等学校側

からするならば、大学と高等学校共同の形にお

いてやるのが、両者をつなげていく場合の一番

正しいいき方じゃないかと。結局ディスカッシ

ョンじゃなくて意見交換会ですから、そういう

ような意見で終わったんですが、先ほど申しま

したように、その中の広域テストの問題が小委

員会の中でもたいへん問題になりまして、これ

を出したらかえって大学側の反発を非常にこう

むるんじゃないかというような御意見もありま

した。東京大学だけが一つの例で申しわけない
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んですが、各地方地方ではそういうような胎動

がないわけでもありませんし、また大学の先生

の中には、自分の地域の大学を考えてみたらど

うかということもあります。 
私どもは、そのときにこういう提案を一つ東

大側に出してみたんです。学科、学部によっては、

たとえば東京大学とか一橋大学とか教育大学と

かいう近似的な大学が東京都内にあるじゃない

かと、こういう都内の大学の同じ学部だったら、

学部で共通のテストをやるというようなことも

具体的な問題として考えられないわけじゃない

じゃないかと、そういう点に対しては、東京大学

側ではどういうふうなお考えを持っておられる

かと。しかし、これは突然の提案でありますから、

東大側でそういうことに対して、大学の入学試

験を共通でやるというようなかまえはいまござ

いませんので、何とも答えられないというよう

な話で、まあいろいろ私どものほうから提案で

きるような話し合いも進めておったということ

でございますが、一番最初に申し上げましたよ

うに、広域テストというその概念が漠然として

おりますが、調査書を重視してくれという以外

に、私の受け取ったニュアンスとしては、その問

題が解決されるならば東京大学の一次試験がか

なりそれによって変わってくるだろう、まあ極

端に推論をするならば、その成績と調査書両方

でもって一次試験はそれでも可能じゃないかと

いうようなにおいがちょっとしておったんです

が、これははっきりしておりません。そういうよ

うな内容がございました。 
しかし現実の問題としては、高等学校にやれ

と言われてもたいへんなことなんで、それでた

だ意向だけを伺っておきたいということで実は

終わったということでございまして、広域テス

トに対する危惧の念はまあまあ東京大学の事例

だけでは問題にならないのですが、非常に否定

的じゃなくて、多少可能の芽というものがある

ということを認識して(筆者注:東京大学との懇

談会から)帰ったわけなんです。(筆者注:後略) (西
村三郎委員(東京都立白鴎高等学校校長) 第 11
回第 25 特別委員会速記録 30~40 頁) 

 
さて、「中央教育審議会第 26 特別委員会の審議経

過について」(1970 年 1 月 12 日)によると、以上の審

議の後、第 26 特別委員会は報告の起草小委員会で検

討を進め、1969 年 12 月末に「高等教育の改革に関す

る基本構想試案」(骨子案)を各委員に送付し意見を募

った上で、基本構想試案の草案が作成された。そして

第 25、26 特別委員会で最終確認を行い、1970 年 1 月

に「高等教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」
が発表された。そこでは、共通試験の創設を含めた大

学入試に関する以下のような改善案が提示されてい

る23(中央教育審議会第26特別委員会 1970 72頁)。 
 

十三 (大学入学者選抜制度の改善の方向) 大

学入学者選抜制度がわが国の学校教育全般に及

ぼす重大な影響にかんがみ、今後は、中等教育の

段階で、その本来の目的に応じた勉学に専念し

た者の学習成果が公正に評価され、選抜に合格

することだけを目的とした特別な学習をしない

でも、能力・適性に応じた高等教育機関に入学で

きるようにすることを目標として、大学入学者

選抜制度の改善をはかる必要がある。その場合、

とくに次のような点について具体的な検討を進

めることが望ましい。 
   (1) 高等学校の調査書の改善とその選抜の基    

礎資料としての活用 
   (2) 高等学校間の評価水準の格差を補正する   

ための方法としての共通テストの開発と活 
用 

(3) 選抜制度の改善を進める実際上の手続き 
  [説明] この問題については、第二十五特別委員  

会の審議との関連もあり、今後さらに具体的に

検討を進める予定である。 
   これまでの審議においては、この問題の解決

については、高等学校と大学との協力関係が重

要なこと、中等教育の段階における適切な進路

指導が前提となるべきこと、大学側におけるア

ドミッション・オフィサーのような体制の整備

が必要なことなどが指摘されている。 
 
前述の通り、1969 年の 12 月 8 日に提示された大学
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んですが、各地方地方ではそういうような胎動

がないわけでもありませんし、また大学の先生

の中には、自分の地域の大学を考えてみたらど

うかということもあります。 
私どもは、そのときにこういう提案を一つ東

大側に出してみたんです。学科、学部によっては、

たとえば東京大学とか一橋大学とか教育大学と

かいう近似的な大学が東京都内にあるじゃない

かと、こういう都内の大学の同じ学部だったら、

学部で共通のテストをやるというようなことも

具体的な問題として考えられないわけじゃない

じゃないかと、そういう点に対しては、東京大学

側ではどういうふうなお考えを持っておられる

かと。しかし、これは突然の提案でありますから、

東大側でそういうことに対して、大学の入学試

験を共通でやるというようなかまえはいまござ

いませんので、何とも答えられないというよう

な話で、まあいろいろ私どものほうから提案で

きるような話し合いも進めておったということ

でございますが、一番最初に申し上げましたよ

うに、広域テストというその概念が漠然として

おりますが、調査書を重視してくれという以外

に、私の受け取ったニュアンスとしては、その問

題が解決されるならば東京大学の一次試験がか

なりそれによって変わってくるだろう、まあ極

端に推論をするならば、その成績と調査書両方

でもって一次試験はそれでも可能じゃないかと

いうようなにおいがちょっとしておったんです

が、これははっきりしておりません。そういうよ

うな内容がございました。 
しかし現実の問題としては、高等学校にやれ

と言われてもたいへんなことなんで、それでた

だ意向だけを伺っておきたいということで実は

終わったということでございまして、広域テス

トに対する危惧の念はまあまあ東京大学の事例

だけでは問題にならないのですが、非常に否定

的じゃなくて、多少可能の芽というものがある

ということを認識して(筆者注:東京大学との懇

談会から)帰ったわけなんです。(筆者注:後略) (西
村三郎委員(東京都立白鴎高等学校校長) 第 11
回第 25 特別委員会速記録 30~40 頁) 

 
さて、「中央教育審議会第 26 特別委員会の審議経

過について」(1970 年 1 月 12 日)によると、以上の審

議の後、第 26 特別委員会は報告の起草小委員会で検

討を進め、1969 年 12 月末に「高等教育の改革に関す

る基本構想試案」(骨子案)を各委員に送付し意見を募

った上で、基本構想試案の草案が作成された。そして

第 25、26 特別委員会で最終確認を行い、1970 年 1 月

に「高等教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」
が発表された。そこでは、共通試験の創設を含めた大

学入試に関する以下のような改善案が提示されてい

る23(中央教育審議会第26特別委員会 1970 72頁)。 
 

十三 (大学入学者選抜制度の改善の方向) 大

学入学者選抜制度がわが国の学校教育全般に及

ぼす重大な影響にかんがみ、今後は、中等教育の

段階で、その本来の目的に応じた勉学に専念し

た者の学習成果が公正に評価され、選抜に合格

することだけを目的とした特別な学習をしない

でも、能力・適性に応じた高等教育機関に入学で

きるようにすることを目標として、大学入学者

選抜制度の改善をはかる必要がある。その場合、

とくに次のような点について具体的な検討を進

めることが望ましい。 
   (1) 高等学校の調査書の改善とその選抜の基    

礎資料としての活用 
   (2) 高等学校間の評価水準の格差を補正する   

ための方法としての共通テストの開発と活 
用 

(3) 選抜制度の改善を進める実際上の手続き 
  [説明] この問題については、第二十五特別委員  

会の審議との関連もあり、今後さらに具体的に

検討を進める予定である。 
   これまでの審議においては、この問題の解決

については、高等学校と大学との協力関係が重

要なこと、中等教育の段階における適切な進路

指導が前提となるべきこと、大学側におけるア

ドミッション・オフィサーのような体制の整備

が必要なことなどが指摘されている。 
 
前述の通り、1969 年の 12 月 8 日に提示された大学

1 
タイトル：奇数ページにはタイトルが入ります 

入試問題合同小委員会の「大学入学者選抜制度の改

善に関する基本的な考え方について(報告)」では、高

校の調査書の評価基準を補正する方法として、共通

テストともに「アドミッション・オフィサーのような

大学側の体制の整備も検討すべき」と記述されてい

たが、この試案以降、調査書の補正の方法としては共

通テストのみが示されるに止まり、その手段として

アドミッション・オフィサーの整備が位置付けられ

なくなったという変化が確認できる 24。 
 

4-1-4. 「46答申」の発表 

基本構想試案(中間報告)の発表後、約 30 の関係団

体・審議会・官公庁等からヒアリングを行ったり公聴

会も開催したりする中で試案を再検討し、1970 年 5
月に「高等教育の改革に関する基本構想(中間報告)」
を公表した(中央教育審議会 1970)。 
 そして以上の報告の内容も含め、最終的に 1971 年

6 月に 46 答申が発表された。そこでは、共通試験を

含む大学入試改革について以下のような具体的な改

革案が提示された(中央教育審議会 1971)。 
 
  第 1 編 学校教育の改革に関する基本構想 

(筆者注:中略) 
  第 3 章 高等教育の改革に関する基本構想 

(筆者注:中略) 
  第 2 高等教育改革の基本構想 

(筆者注:中略) 
  13  大学入学者選抜制度の改善の方向 

大学入学者選抜制度がわが国の学校教育全般   
に及ぼす重大な影響にかんがみ、今後は、中等教   
育の段階で、その本来の目的に応じた勉学に専

念した者の学習成果が公正に評価され、選抜に

合格することだけを目的とした特別な学習をし

ないでも、能力・適性に応じた大学に入学できる

ようにすることを目標として、大学入学者選抜

制度の改善をはかる必要がある。その場合、選抜

方法の改善については、次のような考え方をと

るべきである。 
(1) 高等学校の学習成果を公正に表示する調査  
書を選抜の基礎資料とすること。 

(2) 広域的な共通テストを開発し、高等学校間

の評価水準の格差を補正するための方法とし

て利用すること。 
(3) 大学がわが必要とする場合には、進学しよ

うとする専門分野においてとくに重視される

特定の能力についてテストを行い、または論

文テストや面接を行ってそれらの結果を総合

的な判定の資料に加えること。 
〔説明〕大学入学者選抜制度が幾多の弊害を

生みだす根本には、さまざまな社会的・経済的な

要因があるが、わが国の高等教育機関のあり方

自体にも問題がある。すなわち、特定の大学に希

望者が集中し、能力の接近した者をしいて区別

するための試験を行うことがその原因の一つで

ある。これを改めるには、相当数の大学がそれぞ

れの分野において独自の特色を発揮しながら並

存するよう整備充実をはかること、高等学校か

らどの大学へ進学するかによって、将来、より高

度の勉学をする機会が事実上制約されることの

ない学校体系を考えることがたいせつである。

また、大学が、もっぱら選抜に力を注ぐよりも入

学後の成績評価を厳正にして、入学さえすれば

よいという安易な風潮を打破する必要がある。 
選抜方法の改善の第一歩は、高等学校におけ

る学習成績の評価ができるだけ客観的な公正を

維持できるよう専門的・技術的なくふうを行い、

高等学校がわが生徒の将来についての教育的な

判断に立って適切な進路指導を行うとともに、

大学がわは調査書をできるだけ重視することで

ある。 
この場合、いわゆる学校間の格差が問題とな

るが、それを補正する方法として大学と高等学

校の協力によって広域的に利用できる共通テス

トを開発する必要がある。このテストは、個人の

学力の到達度を弁別するためというよりは、高

等教育を受けるのに必要な基礎的な能力・適性

を検出するためのものとすべきである。また、そ

れらの資料や大学入学後の成績の追跡調査の結

果などにもとづいて妥当な選抜の判定基準を確

立するためには、大学に必要な専門家を中心と

する組織を確立することがたいせつである。 
上記のような基本方針にもとづき選抜方法の     
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改善を進めるには、そのために必要な研究が促

進され、大学と高等学校の自主的な協力によっ

て着実な改革が推進されることが望ましい。国

は、それらの努力に必要な援助を与えるべきで

あるが、場合によってはみずから積極的な措置

をとることも避けてはならないであろう。 
なお、現在の入学者選抜制度は、私立学校にと   

っては財政上の問題とも深い関連があるので、

その面に対する適切な配慮なしには問題は解決

しないことを注意すべきである。 
(筆者注:中略) 

  第 2 編 今後における基本的施策のあり方 
(筆者注:中略) 

  第 1 章 総合的な拡充整備のための基本的施策 
(筆者注:中略) 

  8 大学入学者選抜制度の改革 
政府は、大学入学者選抜制度が、学校教育全般 

の適切な運営を保障し、教育の社会的な役割が

正しく発揮されるようにするうえに、重大な影

響のある公共的な制度であることにかんがみ、

これまでの慣行による弊害をすみやかに是正す

るため、本審議会の提案の方向に向かって、関係

者の積極的な努力を助長しながら制度的な改革

の実現を促進すべきである。 
〔説明〕入学者選抜制度は、単に各学校がその   

方針にもとづいて入学者を選定する一般的な手

続きであるばかりでなく、教育の過程にある青

少年が、学校段階のくぎりをもっとも適切に移

行できるようにする、広義の教育制度とみるべ

きものである。したがって、この制度は、本来各

学校だけの都合によって運用されるべきもので

はなく、その公共性が重視されなければならな

い。現にその適否は、各段階の学校教育に実質的

な影響を及ぼしているばかりでなく、学校を取

り巻く一般社会にもさまざまな問題を投げかけ

ている。 
とくに大学入学者選抜制度は、これまで各大

学の相当大幅な自由裁量によって運用されてき

たが、もっぱら選抜に合格することを目的とす

る特別な学習の激化、選抜結果の妥当性に対す

る疑義、入学後の学習よりは受験競争の勝敗を

重視する傾向、大量の浪人の蓄積など、幾多の弊

害のあることが指摘されており、そのすみやか

な改善が各方面から強く要望されている。 
このことについて本審議会が基本構想 IIの 13   

で提案した改善措置は、これまで行われた多く

の研究成果の結論とその方向が一致しており、

近年、大学・高等学校の関係者の間でも、ほぼ同

様な考え方によって解決の努力が払われつつあ

る。しかしながら、政府は、この問題が多年の懸

案であって、その前途にはなおいろいろな障害

のあることを考慮し、それらの関係者の努力に

対し適切な援助を与えるとともに、その実効を

保障するため必要があるときは、立法措置を講

ずることも検討すべきである。 
同時に、この問題の背景には、固定化された学 

歴主義に由来する特定大学への志願者の過度の

集中という特別な事情のあることを忘れてはな

らない。さきに 4 項で述べたとおり、各大学が

それぞれ独自の特色をもって並存するよう、今

後における高等教育の整備充実に関する基本計

画を策定し、その実現を推進することは、この観

点からも政府の重要な施策でなければならない。 
  (筆者注:後略) 
 
 46 答申における大学入試制度改革に関する内容は、

1970 年 1 月に第 26 特別委員会が発表した基本構想

試案よりもより詳細に記述されているものの、特に、

高校の調査書を入試の基礎資料として位置づけ、そ

の高校間格差を補正するための手段として共通試験

制度を創設し、その結果を活用するという点につい

ては、基本構想試案の内容を踏襲するものとなって

いたと言える。そして、そうした具体的改革の実施の

ために、大学と高校が自主的に協力することや、国が

必要な援助を与えたり立法等の措置をとったりする

必要性についても指摘されていた。 
 

4-2. 小括 

 ここまで、第 26 特別委員会の議事録・配布資料を

中心に、適宜第25特別委員会のものも参照しながら、

大学入試における共通試験制度構想に関連する審議

内容を整理してきた。以上の検討から明らかになっ
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改善を進めるには、そのために必要な研究が促

進され、大学と高等学校の自主的な協力によっ

て着実な改革が推進されることが望ましい。国

は、それらの努力に必要な援助を与えるべきで

あるが、場合によってはみずから積極的な措置

をとることも避けてはならないであろう。 
なお、現在の入学者選抜制度は、私立学校にと   

っては財政上の問題とも深い関連があるので、

その面に対する適切な配慮なしには問題は解決

しないことを注意すべきである。 
(筆者注:中略) 

  第 2 編 今後における基本的施策のあり方 
(筆者注:中略) 

  第 1 章 総合的な拡充整備のための基本的施策 
(筆者注:中略) 

  8 大学入学者選抜制度の改革 
政府は、大学入学者選抜制度が、学校教育全般 

の適切な運営を保障し、教育の社会的な役割が

正しく発揮されるようにするうえに、重大な影

響のある公共的な制度であることにかんがみ、

これまでの慣行による弊害をすみやかに是正す

るため、本審議会の提案の方向に向かって、関係

者の積極的な努力を助長しながら制度的な改革

の実現を促進すべきである。 
〔説明〕入学者選抜制度は、単に各学校がその   

方針にもとづいて入学者を選定する一般的な手

続きであるばかりでなく、教育の過程にある青

少年が、学校段階のくぎりをもっとも適切に移

行できるようにする、広義の教育制度とみるべ

きものである。したがって、この制度は、本来各

学校だけの都合によって運用されるべきもので

はなく、その公共性が重視されなければならな

い。現にその適否は、各段階の学校教育に実質的

な影響を及ぼしているばかりでなく、学校を取

り巻く一般社会にもさまざまな問題を投げかけ

ている。 
とくに大学入学者選抜制度は、これまで各大

学の相当大幅な自由裁量によって運用されてき

たが、もっぱら選抜に合格することを目的とす

る特別な学習の激化、選抜結果の妥当性に対す

る疑義、入学後の学習よりは受験競争の勝敗を

重視する傾向、大量の浪人の蓄積など、幾多の弊

害のあることが指摘されており、そのすみやか

な改善が各方面から強く要望されている。 
このことについて本審議会が基本構想 IIの 13   

で提案した改善措置は、これまで行われた多く

の研究成果の結論とその方向が一致しており、

近年、大学・高等学校の関係者の間でも、ほぼ同

様な考え方によって解決の努力が払われつつあ

る。しかしながら、政府は、この問題が多年の懸

案であって、その前途にはなおいろいろな障害

のあることを考慮し、それらの関係者の努力に

対し適切な援助を与えるとともに、その実効を

保障するため必要があるときは、立法措置を講

ずることも検討すべきである。 
同時に、この問題の背景には、固定化された学 

歴主義に由来する特定大学への志願者の過度の

集中という特別な事情のあることを忘れてはな

らない。さきに 4 項で述べたとおり、各大学が

それぞれ独自の特色をもって並存するよう、今

後における高等教育の整備充実に関する基本計

画を策定し、その実現を推進することは、この観

点からも政府の重要な施策でなければならない。 
  (筆者注:後略) 
 
 46 答申における大学入試制度改革に関する内容は、

1970 年 1 月に第 26 特別委員会が発表した基本構想

試案よりもより詳細に記述されているものの、特に、

高校の調査書を入試の基礎資料として位置づけ、そ

の高校間格差を補正するための手段として共通試験

制度を創設し、その結果を活用するという点につい

ては、基本構想試案の内容を踏襲するものとなって

いたと言える。そして、そうした具体的改革の実施の

ために、大学と高校が自主的に協力することや、国が

必要な援助を与えたり立法等の措置をとったりする

必要性についても指摘されていた。 
 

4-2. 小括 

 ここまで、第 26 特別委員会の議事録・配布資料を

中心に、適宜第25特別委員会のものも参照しながら、

大学入試における共通試験制度構想に関連する審議

内容を整理してきた。以上の検討から明らかになっ

1 
タイトル：奇数ページにはタイトルが入ります 

た主な点は次のようにまとめられる。 
 一点目に、第 26 特別委員会における大学入試制度

改革に関する審議において、その本格的な検討開始

当初から、具体的改革案の一つとして、高校での教育

の積み上げや成果を尊重するために、高校の調査書

をより重視した選抜を行うことが有力視されていた

が、大学側の委員等からその方法に対する懸念が示

されていた点が挙げられる。具体的には、高校ごとに

評価の基準が異なっている点や、合理性、客観性、妥

当性に対する不安の声が複数挙がっており、調査書

を実際に選抜に利用することへのためらいや調査書

だけを重視するという方策では不十分である点に関

する指摘もなされていた。こうした中、文部省側や中

教審会長・副会長により、高校の調査書の利用に関す

る懸念を緩和できるような改革案の一つとして、能

研テストのような共通試験を実施しその結果も入試

で評価することを通して、受験生の学力の客観性を

担保する方法が提案されていた。 
 二点目に、第 25、26 特別委員会の委員から構成さ

れる大学入試問題合同小委員会により、中教審委員

へ大学入試制度改革の各具体案に関するアンケート

調査が実施されていた点が挙げられる。その中で、

「高校調査書の重視」に関しては、9 割以上の委員が

問題解決に有効だとし、また 6 割以上の委員が実行

の困難性は小さいと回答しており、他の選択肢と比

べて賛同する割合が高いという結果となった。一方

で、信用度や高校間格差の問題、客観性や妥当性の担

保の必要性等も引き続き指摘されており、統一試験

の併用等が望ましいという意見もあった。そしてそ

の共通試験制度については、8 割以上の委員が有効だ

と高く評価していたが、実行の困難性に関しては意

見が拮抗しており、統制化や画一化への危惧や実施

方法に関する課題等が指摘されていた。 
 以上の二点の他にも、政府が共通試験に予算措置

を講ずるべきであるという意見が挙がっていた 25 点

や、高校側から東京大学との会談内容が説明され、そ

の中で、東京大学が共通試験の実施を容認する姿勢

を示しており、それを受けて高校側もその実施に期

待感を持っていた点等、高校の調査書の観点以外に

も、共通試験制度の実施を後押しする具体的な意見

が複数挙がっていたことも明らかとなった。 

 一方、大学入試問題合同小委員会が審議の結果第

25、26 特別委員会に提出した報告には、入試におい

て高校での学習成果が公正に評価されるための改革

案として、これまでの審議やアンケート結果でも支

持されていた高校の調査書を選抜の基礎資料とする

ことが挙げられていたが、そこには、評価水準の格差

を補正するための手段として、広域的な共通試験制

度の創設に加え、それほど支持が高くなかったアド

ミッション・オフィサーといった大学側の体制の整

備も示されていた。この背景として、議事録の発言に

もあったように、大学入試問題合同小委員会におい

て共通試験制度を強く主張する意見がありそれを報

告の中に入れる必要性があった一方、共通試験制度

のみを提言するとそこにだけ焦点が当てられ問題と

なる可能性があったため、共通試験制度と抱き合わ

せて提示するといういわば消極的理由から大学にお

けるアドミッション・オフィサー等の整備も盛り込

まれたと考えられる。だが、最終的に第 26 特別委員

会が 1970 年 1 月に発表した「高等教育の改革に関す

る基本構想試案(中間報告)」以降は、高校間の評価水

準の格差を補正するための方法としては、主に共通

試験制度の実施・活用が示されることとなった。その

理由に関して議事録や配布資料には明確な記載はな

いが、委員へのアンケート結果や審議における委員

の発言に鑑みると、アドミッション・オフィサーとい

った大学側の体制の整備について触れる必要性を中

教審の各委員がそれほど強く認識していなかったと

いう理由から、結果として、共通試験制度と同等の位

置付けではアドミッション・オフィサーの整備が提

言されなかったと推察される。このような過程を経

て、高校の調査書の活用とその補正のための共通試

験の実施という組み合わせを前面に出した改革案が

提言されたと言える。 
 
5. 結語 

 本研究では、中教審第 25、26 特別委員会の議事録・

配布資料を主な分析対象として、中教審の 46 答申で

示された共通試験制度構想がいかなる形成過程を経

て提起されたのかを検討してきた。 
その結果、最も有力視されていた大学入試制度の

改革案の一つだった高校の調査書の重視に対し、委
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員から相次いで示されていた客観性や妥当性等への

懸念を解消するための手段として共通試験制度の実

施・活用が提案されていた点や、中教審委員に対し大

学入試制度の改革案に関するアンケートがとられ、

高校の調査書の重視に加え共通試験制度についても

その有効性が実際に高く評価されていた点、加えて

政府が共通試験に予算措置を講ずるべきであるとい

う意見があった点や、高校側と東京大学が意見交換

を行った内容が紹介され、東京大学が共通試験制度

構想を容認する姿勢を示していた点が明らかとなっ

た。更に、第 25、26 特別委員会の委員からなる大学

入試問題合同小委員会の当初の方向性としては、高

校の調査書の客観性や公正性を担保する手段につい

て、共通試験制度だけではなく、それのみに注目が集

まることを防ぐために、アドミッション・オフィサー

といった大学側の体制の整備という案も同時に提起

することが企図されていたものの、結局共通試験の

みが高校の調査書の補正の主な手段として提起され

ることとなった経緯があったことも解明された。そ

して、その試案の内容を概ね踏襲した 46 答申が 1971
年 6 月に発表され、これを契機の一つとして、国大

協と文部省を中心とした共通試験制度の具体的な検

討と1979年からの共通一次試験の実施へと繋がって

いったのである。以上に鑑みると、高大関係者の委員

を中心に共通試験制度を支持する意見が多数存在し、

それを改革案として提起する機運が高まっていたと

言えることから、中教審の審議における一定の合意

形成が実際に行われ、それを基に共通試験制度の創

設が提起されるに至ったという点が示唆される 26。 
 本研究の課題は次の二点にある。一点目は、本稿で

見てきた通り、大学入試制度改革に関しては第 26 特

別委員会が中心となって審議を行っていたが、初等

中等教育を主な議題としていた第25特別委員会も大

学入試制度改革に関して検討を行っており、本稿で

は必要に応じてその議論も紹介したが、詳細な審議

内容までは分析できなかった点が挙げられる。二点

目に、中教審による共通試験制度構想に関しては、前

述の通り第 26 特別委員会が 1970 年 1 月に発表した

「高等教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」
が基となっており、最終的に 46 答申ではその内容が

踏襲されているが、試案から 46 答申の発表に至る検

討経過には触れられなかった点が挙げられる。上記

二点の課題については、別稿で明らかにしたい。 
註 

 
1 共通一次試験以前には、「進学適性検査」(1948 年度

~1954 年度)と「能研テスト」(1963 年度~1968 年度)が
実施されていたが、両者とも大学・高校等からの反発

が大きく採用大学が少なかったため、いずれも短期

間で廃止された。 
2 なおこの語について、本稿では直接・間接引用で一

部「内申書」という表記となっており、それ以外の部

分は「調査書」という言葉で表記を統一しているが、

本稿ではこの二つの言葉を同じ意味で用いているこ

とを付言しておく。 
3 例えば浜林や大田は、共通一次試験に繋がる共通試

験制度構想は中教審の審議や答申が契機となってい

ると指摘している(浜林 1978 16~17 頁、大田 

1982 107 頁)。 
4 類似の指摘は、木村・倉元(2006 16~19 頁)や木村

(2007 189~191 頁)でも見られる。 
5 この他に、中教審が共通試験を含む大学入試改革を

審議していた事実や、46 答申等における大学入試改

革に関する中教審の提言の内容に簡単に触れている

先行研究や解説として、高橋(1970 46 頁)、増田(1970 
55~56 頁)、白井(1970 37 頁)、宮本(1973 71 頁)、門

田(1979 116~117 頁)、中島(1980)、佐々木・寺崎(1983 
296~297 頁)、佐々木(1984 172頁)、小泉(1988 4 頁)、
佐々木(1993 56 頁)、陳(2002 30 頁)、中井(2007 
204~205 頁)、木村(2008 104~108 頁)、中島(2014  78
頁)等が挙げられる。 
6 https://www.digital.archives.go.jp/(2021 年 7 月 26 日情

報取得)で資料を検索、閲覧した。  
7 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?L
ANG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M00
00000000001574144&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 26 日

情報取得)参照。 
8 第 6 回、第 7 回会議の速記録は https://www.digital.a
rchives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=
F0000000000000422138&ID=&TYPE=&NO=(2021 年

7 月 26 日情報取得)参照。 
9 なお、この審議以前の 1969 年 8 月に、第 26 特別委
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員から相次いで示されていた客観性や妥当性等への

懸念を解消するための手段として共通試験制度の実

施・活用が提案されていた点や、中教審委員に対し大

学入試制度の改革案に関するアンケートがとられ、

高校の調査書の重視に加え共通試験制度についても

その有効性が実際に高く評価されていた点、加えて

政府が共通試験に予算措置を講ずるべきであるとい

う意見があった点や、高校側と東京大学が意見交換

を行った内容が紹介され、東京大学が共通試験制度

構想を容認する姿勢を示していた点が明らかとなっ

た。更に、第 25、26 特別委員会の委員からなる大学

入試問題合同小委員会の当初の方向性としては、高

校の調査書の客観性や公正性を担保する手段につい

て、共通試験制度だけではなく、それのみに注目が集

まることを防ぐために、アドミッション・オフィサー

といった大学側の体制の整備という案も同時に提起

することが企図されていたものの、結局共通試験の

みが高校の調査書の補正の主な手段として提起され

ることとなった経緯があったことも解明された。そ

して、その試案の内容を概ね踏襲した 46 答申が 1971
年 6 月に発表され、これを契機の一つとして、国大

協と文部省を中心とした共通試験制度の具体的な検

討と1979年からの共通一次試験の実施へと繋がって

いったのである。以上に鑑みると、高大関係者の委員

を中心に共通試験制度を支持する意見が多数存在し、

それを改革案として提起する機運が高まっていたと

言えることから、中教審の審議における一定の合意

形成が実際に行われ、それを基に共通試験制度の創

設が提起されるに至ったという点が示唆される 26。 
 本研究の課題は次の二点にある。一点目は、本稿で

見てきた通り、大学入試制度改革に関しては第 26 特

別委員会が中心となって審議を行っていたが、初等

中等教育を主な議題としていた第25特別委員会も大

学入試制度改革に関して検討を行っており、本稿で

は必要に応じてその議論も紹介したが、詳細な審議

内容までは分析できなかった点が挙げられる。二点

目に、中教審による共通試験制度構想に関しては、前

述の通り第 26 特別委員会が 1970 年 1 月に発表した

「高等教育の改革に関する基本構想試案(中間報告)」
が基となっており、最終的に 46 答申ではその内容が

踏襲されているが、試案から 46 答申の発表に至る検

討経過には触れられなかった点が挙げられる。上記

二点の課題については、別稿で明らかにしたい。 
註 

 
1 共通一次試験以前には、「進学適性検査」(1948 年度

~1954 年度)と「能研テスト」(1963 年度~1968 年度)が
実施されていたが、両者とも大学・高校等からの反発

が大きく採用大学が少なかったため、いずれも短期

間で廃止された。 
2 なおこの語について、本稿では直接・間接引用で一

部「内申書」という表記となっており、それ以外の部

分は「調査書」という言葉で表記を統一しているが、

本稿ではこの二つの言葉を同じ意味で用いているこ

とを付言しておく。 
3 例えば浜林や大田は、共通一次試験に繋がる共通試

験制度構想は中教審の審議や答申が契機となってい

ると指摘している(浜林 1978 16~17 頁、大田 

1982 107 頁)。 
4 類似の指摘は、木村・倉元(2006 16~19 頁)や木村

(2007 189~191 頁)でも見られる。 
5 この他に、中教審が共通試験を含む大学入試改革を

審議していた事実や、46 答申等における大学入試改

革に関する中教審の提言の内容に簡単に触れている

先行研究や解説として、高橋(1970 46 頁)、増田(1970 
55~56 頁)、白井(1970 37 頁)、宮本(1973 71 頁)、門

田(1979 116~117 頁)、中島(1980)、佐々木・寺崎(1983 
296~297 頁)、佐々木(1984 172頁)、小泉(1988 4 頁)、
佐々木(1993 56 頁)、陳(2002 30 頁)、中井(2007 
204~205 頁)、木村(2008 104~108 頁)、中島(2014  78
頁)等が挙げられる。 
6 https://www.digital.archives.go.jp/(2021 年 7 月 26 日情

報取得)で資料を検索、閲覧した。  
7 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?L
ANG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M00
00000000001574144&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 26 日

情報取得)参照。 
8 第 6 回、第 7 回会議の速記録は https://www.digital.a
rchives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=
F0000000000000422138&ID=&TYPE=&NO=(2021 年

7 月 26 日情報取得)参照。 
9 なお、この審議以前の 1969 年 8 月に、第 26 特別委

1 
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員会から「大学制度の改革に関する意見と提案アン

ケート」が、4 年制大学の全教員や管理職にある事務

職員、全ての短期大学・高等専門学校・高校の長等に

対して行われていた(https://www.digital.archives.go.jp/
DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000
000422222&ID=M0000000000001574086&TYPE= 20
21 年 7 月 26 日情報取得)。そして、「その他の大学制

度に関連する問題」という設問において、「大学入学

者選抜制度の改善」について取り上げられており、「1
高等学校の調査書を重視し、それに大学が行なう論

文テストや面接の結果を加味する。」「2 高等学校の

調査書と全国的な統一テストの結果から総合判定す

る。」「3 以上のものよりも、次のような方法がよい。」

(自由記述)「4 とくに現在の選抜方法を変える必要

はない。」という四つの選択肢が明示されていた。こ

のことから、アンケートの作成・送付時点で共通試験

制度に関する構想があったと考えられるが、紙幅の

都合上、本稿では共通試験に関する検討が本格的に

なされるようになった第 6、7 回審議から議論の内容

を確認していくこととする。 
10 この案について、「中央教育審議会、第 26 特別委員

会、討議資料(案)〔10 月 13 日、20 日〕」(https://www.
digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default
&BID=F0000000000000422222&ID=M0000000000001
574100&TYPE= 2021 年 7 月 26 日情報取得)を確認

すると、「3 過度の進学競争と名目的な高学歴志向

の弊害を除去する方策について」において、「(1) 中

等教育の段階で、綿密な能力評価の積み重ねと段階

的なコース分けによつて、高等教育へ直接進学でき

る資格を制限するとともに、大学区制を取り入れて

特定大学への過度の集中を制限して学区内では中等

教育機関の成績によつて進学できる方法をとること

は考えられないか。」とある。 
11 この点について、配布資料「高等教育段階の学校体

系に関する各種試案の対比」(https://www.digital.archiv
es.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F000
0000000000422222&ID=M0000000000001574103&NO
=&TYPE=PDF&DL_TYPE=pdf  2021 年 7 月 26 日情

報取得)を確認すると、「A 案(別種積上げ式)」「B 案

(多様並列式)」「C 案(特殊複線式)」が挙げられている。

このうち A 案は、細分化されない総合専門教育を行

う「一般大学」の上に、特殊専門教育を行う「専門大

学」、更にその上に大学院を設ける制度であり、B 案

は、総合専門教育や特殊専門教育、その他の多様な目

的を持つ高等教育機関を並列し、進学者が自由に選

択できる制度となっている。 
12 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?
LANG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M0
000000000001574108&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 27
日情報取得)参照。 
13 なお、この当時、高校側が高校の調査書の重視に関

して要望していた経緯があった。例えば、1970 年に

全国高等学校長協会の大学入試対策委員会がまとめ

た文部省の大学入試改善会議への要望では、大学が

高校の調査書を重視することや、評価の物差しとし

ての統一テストを大学と高校の協同機関で実施しそ

の結果と調査書を併用すること、一次試験と二次試

験を実施する場合、一次試験の足切りは調査書だけ

により定員の 2~3 倍で切ること等を提案しており、

これ以降、毎年調査書の重視と共通テストを大学入

試改善会議で主張していったという(本多 1980 
17~18 頁)。 
14 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?
LANG=default&BID=F0000000000000422139&ID=&T
YPE=&NO=(2021 年 7 月 27 日情報取得)参照。 
15 管見の限り、大学入試問題合同小委員会の議事録

については、開催日時・場所、議題、次回日時・場所、

配布資料が記された「会議次第(第 1 回~第 3 回)」(ht
tps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/result?DEF_X
SL=default&IS_KIND=summary_normal&IS_STYLE=d
efault&DB_ID=G9100001EXTERNAL&GRP_ID=G910
0001&IS_START=1&IS_TAG_S1=all&IS_NUMBER=1
00&LIST_TYPE=default&IS_LIST_ON_OF=off&LIST
_VIEW=&ON_LYD=on&IS_SORT_KND=asc&IS_SO
RT_FLD=sort.tror%2Csort.refc&IS_KEY_S1=%E5%A
4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E
5%95%8F%E9%A1%8C%E5%90%88%E5%90%8C%
E5%B0%8F%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
2021 年 7 月 27 日情報取得)を確認できるに止まるた

め、詳細な審議内容については不明である。 
16 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?
LANG=default&BID=F0000000000000422221&ID=M0
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000000000001574056&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 27
日情報取得)参照。 
17 表 2 で示した項目の他に、「大学ごとの卒業認定制

の廃止等」「大学間の移動の自由化、単位の相互承認」

「特色ある大学の並立的整備」「就職のための公的資

格試験制の拡大」「進路指導の強化」「大学在学中の成

績評価の厳格化」という質問があった。 
18 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?
LANG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M0
000000000001574129&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 27
日情報取得)参照。 
19 第 11 回第 25 特別委員会は https://www.digital.archiv
es.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F000
0000000000422120&ID=&TYPE=&NO=、第 15 回第 2
6 特別委員会は https://www.digital.archives.go.jp/DAS/
meta/listPhoto?LANG=default&BID=F00000000000004
22141&ID=&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 27 日情報取

得)をそれぞれ参照。 
20 なお、この他に「3 高等教育機関のあり方自体に

関する改善の必要性」について記載があった。 
21 なお、第 25 特別委員会の氏名・肩書は、『教育審

議会の総合的研究』の 84～85 頁参照。 
22 この委員会は、「東京大学入試制度調査委員会」(委
員長 安藤良雄)のことだと考えられる。同委員会は、

1964 年 4 月に東京大学の評議会の決定に基づき設置

され、総長の諮問を受け、東京大学の入試に関する調

査・検討を行っており、1971 年度から実施すべき入

試改善の具体的方法について1970年6月に答申を行

った(東京大学入試制度調査委員会 1970 1 頁)。な

お、この答申の中で、「本学としても、将来、十分信

頼しうる『統一テスト』が行なわれる場合には、本学

の第一次試験に代えることをふくめて、これを入学

者決定になんらかのかたちで採用することを考慮す

べきであると思われる。このためには、本学において

も『統一テスト』のあり方についてさらに検討をつづ

ける必要があろう。」と示されており、実施の条件と

して、「(1)たんに調査書の信頼性を補充するというも

のではなく高等学校がいわば集団的に共同して大学

進学資格者を推せんするという趣旨のものであるこ

と」「(2)その意味において実施主体は本来的には高等

学校側であること」「(3)いわゆる『天下り』、『官製』

のもの、あるいは教育の国家統制を意味するもので

はないこと」「(4)高校の教育、とくに生徒の学習と生

活を乱さないため、毎年の実施時期をなるべくおく

らせること」「(5)そのほか統一テストの実施に当って

予想される難点をできる限り除去するための配慮を

行なうこと」が挙げられている(同 8 頁)。 
23 なお、1969 年 12 月 15 日の第 17 回第 26 特別委員

会で配布された「『高等教育の改革に関する基本構想

試案』に含まれる主要項目(案)」(https://www.digital.ar
chives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F
0000000000000422222&ID=M0000000000001574135&
TYPE=&NO=(2021 年 7 月 28 日情報取得)参照)を見

ると、表紙の注に、「なお、大学入学者選抜制度、教

員養成、医学教育等については、今後の検討にまつこ

とを付記する。」とされており、更に、12 月 23 日の

「高等教育の改革に関する基本構想試案(骨子案)」(h
ttps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LA
NG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M0000
000000001574138&TYPE=(2021 年 7 月 28 日情報取

得)参照)にも大学入試改革に関しては記載がなかっ

た。結局基本構想試案に大学入試改革について盛り

込まれるようになったはっきりした理由は不明であ

る。だが、例えば 12 月 18 日の第 18 回第 26 特別委

員会で、「大学入学者選抜制度というようなことは今

後の検討にまつというようなことでいいのかもしれ

ませんけれども、これは相当二十六では時間をかけ

ておやりになったテーマですし、今後の高等教育機

関の位置づけということが非常に世間の関心を呼ん

でおりますだけに、何らかの形で出す必要がありは

しないか。少なくとも問題提起だけはかなり明確に

しておいていただいて、そして四月の中間答申まで

にはこういったものについても中教審全体の方向が

出るんだというようなことも伝えていただく必要が

あるんじゃないかというような感じがします」(若泉

委員 第 18 回第 26 特別委員会速記録(https://www.di
gital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&
BID=F0000000000000422142&ID=&TYPE=&NO=(202
1 年 7 月 28 日情報取得)参照) 257~258 頁)という意

見もあったように、この骨子案を 1969 年末に各委員

に送付した際に大学入試に関しても言及するべきだ

という何らかの意見が出たために、基本構想試案に
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es.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F000
0000000000422120&ID=&TYPE=&NO=、第 15 回第 2
6 特別委員会は https://www.digital.archives.go.jp/DAS/
meta/listPhoto?LANG=default&BID=F00000000000004
22141&ID=&TYPE=&NO=(2021 年 7 月 27 日情報取

得)をそれぞれ参照。 
20 なお、この他に「3 高等教育機関のあり方自体に

関する改善の必要性」について記載があった。 
21 なお、第 25 特別委員会の氏名・肩書は、『教育審

議会の総合的研究』の 84～85 頁参照。 
22 この委員会は、「東京大学入試制度調査委員会」(委
員長 安藤良雄)のことだと考えられる。同委員会は、

1964 年 4 月に東京大学の評議会の決定に基づき設置

され、総長の諮問を受け、東京大学の入試に関する調

査・検討を行っており、1971 年度から実施すべき入

試改善の具体的方法について1970年6月に答申を行

った(東京大学入試制度調査委員会 1970 1 頁)。な

お、この答申の中で、「本学としても、将来、十分信

頼しうる『統一テスト』が行なわれる場合には、本学

の第一次試験に代えることをふくめて、これを入学

者決定になんらかのかたちで採用することを考慮す

べきであると思われる。このためには、本学において

も『統一テスト』のあり方についてさらに検討をつづ

ける必要があろう。」と示されており、実施の条件と

して、「(1)たんに調査書の信頼性を補充するというも

のではなく高等学校がいわば集団的に共同して大学

進学資格者を推せんするという趣旨のものであるこ

と」「(2)その意味において実施主体は本来的には高等

学校側であること」「(3)いわゆる『天下り』、『官製』

のもの、あるいは教育の国家統制を意味するもので

はないこと」「(4)高校の教育、とくに生徒の学習と生

活を乱さないため、毎年の実施時期をなるべくおく

らせること」「(5)そのほか統一テストの実施に当って

予想される難点をできる限り除去するための配慮を

行なうこと」が挙げられている(同 8 頁)。 
23 なお、1969 年 12 月 15 日の第 17 回第 26 特別委員

会で配布された「『高等教育の改革に関する基本構想

試案』に含まれる主要項目(案)」(https://www.digital.ar
chives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F
0000000000000422222&ID=M0000000000001574135&
TYPE=&NO=(2021 年 7 月 28 日情報取得)参照)を見

ると、表紙の注に、「なお、大学入学者選抜制度、教

員養成、医学教育等については、今後の検討にまつこ

とを付記する。」とされており、更に、12 月 23 日の

「高等教育の改革に関する基本構想試案(骨子案)」(h
ttps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LA
NG=default&BID=F0000000000000422222&ID=M0000
000000001574138&TYPE=(2021 年 7 月 28 日情報取

得)参照)にも大学入試改革に関しては記載がなかっ

た。結局基本構想試案に大学入試改革について盛り

込まれるようになったはっきりした理由は不明であ

る。だが、例えば 12 月 18 日の第 18 回第 26 特別委

員会で、「大学入学者選抜制度というようなことは今

後の検討にまつというようなことでいいのかもしれ

ませんけれども、これは相当二十六では時間をかけ

ておやりになったテーマですし、今後の高等教育機

関の位置づけということが非常に世間の関心を呼ん

でおりますだけに、何らかの形で出す必要がありは

しないか。少なくとも問題提起だけはかなり明確に

しておいていただいて、そして四月の中間答申まで

にはこういったものについても中教審全体の方向が

出るんだというようなことも伝えていただく必要が

あるんじゃないかというような感じがします」(若泉

委員 第 18 回第 26 特別委員会速記録(https://www.di
gital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&
BID=F0000000000000422142&ID=&TYPE=&NO=(202
1 年 7 月 28 日情報取得)参照) 257~258 頁)という意

見もあったように、この骨子案を 1969 年末に各委員

に送付した際に大学入試に関しても言及するべきだ

という何らかの意見が出たために、基本構想試案に

1 
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も盛り込まれることになったのではないかと推察さ

れる。 
24 なお、鴫野はこの中間報告の記述等から「文部省

当局は、入学者選抜方法の改善を図るための方策と

して、共通試験の導入については勿論、アドミッショ

ン・オフィス整備の構想についても放棄したわけで

はなかった」と指摘している(鴫野 2020 23 頁)。 
25 こうした意見が、先に挙げた 46 答申の第 1 編第 3
章「第 2 高等教育改革の基本構想」における「国は、

それらの努力に必要な援助を与えるべきであるが、

場合によってはみずから積極的な措置をとることも

避けてはならないであろう。」といった部分に反映さ

れていたと考えられる。 
26 なお、本研究における以上の知見からは、共通一次

試験の創設が実質的には文部省主導だったという先

行研究の見解の再検討に繋がる可能性も指摘できる。

例えば大田は、共通一次試験について「国大協がイニ

シアを取ったというよりも、文部省の筋に乗せられ

たというふうに判断せざるを得ない」とした上で、進

学適性検査や能研テストの実施といったこれまでの

経緯から判断して、共通一次試験の実施により「文部

省は思いを果たしたという意識があるのではなかろ

うか」と説明している(大田 1982 106、109 頁)。ま

た黒羽は、「共通一次をどうしても実施したい自民

党・文部省と、国立大学の入試期日を一元化したい国

大協との妥協」によって共通一次試験制度が実施さ

れたと指摘している(黒羽 1985 64 頁)。一方で本

研究の分析結果からは、前述の通り中教審で一定の

合意形成が図られていたと言えるため、この点で文

部省だけの意向に基づき制度が提起されたわけでは

なかったと考えられる。なお、例えば佐々木も、共通

一次試験が「国大協はじめいくつかの団体の独自な

活動の結果として創出されたものとみえるにもかか

わらず、事態は全体としては、直接には 1969 年以来

の中教審、文部省の慎重な配慮のもとに進行したと

いうことができる」と述べ(佐々木 1984 174 頁)、
中教審も文部省と共に共通一次試験制度の推進主体

だった点を指摘しているが、本研究のように中教審

における検討内容を詳細に分析していない点で不十

分である。 
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